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第１章 計画改定の目的・概要
１ 本区において業務継続計画（ＢＣＰ）を策定する目的 
 大地震が発生した際に、区民の生命・財産を守るため、応急対策業務を中心とした真に遂行すべ

き業務に迅速に着手し遂行することは、区役所職員の責務といえます。 

しかしながら、災害発生時には早急な決断と行動を迫られ、また人的・物的資源やライフライン等

も制約を受けるため、あらかじめ平常時の段階から、災害時優先業務を明らかにするとともに、必要

となる人的・物的資源を把握しておかなければなりません。 

このため、災害時優先業務並びにその遂行に必要となる人員、資器材等をあらかじめ定め、記載

したものが業務継続計画、すなわち『葛飾区業務継続計画（BCP）〈地震編〉』となります。以下の図

１に大規模地震発生時の想定業務量の推移を示します。 

 

図１ 発災直後に区市町村が直面する想定業務量の推移 

（内閣府『市町村のための業務継続計画作成ガイド』参照） 

 

２ 改定の経緯 
本区では、平成２３年度に災害時優先業務を選出の上、『葛飾区業務継続計画（ＢＣＰ）＜地震編＞』

を策定しました。 

また、区では、毎年実施している『葛飾区地域防災計画』の改正・修正の中で、災害対策本部体制

や各部の初動体制の見直しを図るとともに、緊急防災３ヵ年プロジェクト等を通して、非常用発電機

の整備をはじめとする必要資源を整備するなど、様々なボトルネックを解消してきたところです。さら

に、近年の豪雨災害では、高齢者施設や社会福祉施設が甚大な被害を受け、災害時要配慮者対策

の強化が国の主導で進められるなど、災害発生時に必要な業務は、大きく変化してきています。 

以上のことから、毎年度、発災直後に各部が遂行すべき災害時優先業務の再選定を行うとともに、

必要となる人的・物的資源の再整理を行い、『葛飾区業務継続計画（ＢＣＰ）＜地震編＞』を改定す

ることとしています。 

※本区では、この中から、特

に人員が不足する発災直後

1〜3 時間後に優先して取り

組む、最優先業務を定めて

います。 
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３ 地域防災計画と業務継続計画の関係 

 『葛飾区地域防災計画』は、区の地域にかかる防災に関し、区の処理する業務を中心として、防災

関係機関等が処理するべき業務または事務を、予防から復旧・復興の段階に至るまで、包括的に記

載した総合的かつ基本的な計画です。 

 これに対し、『業務継続計画』は、地震発生時に、各所属として優先して取り組むべき業務を事前

に定め、それらの業務に対する目標着手時間、必要人員等をあらかじめ明らかにしておくものです。 

地震発生時に、各所属として優先して取り組むべき業務には、地域防災計画に定められている災

害時に必要となる応急・復旧業務のみが含まれるわけではありません。区が平常時に実施している

業務のうち、区民の生命、財産を守ることなどを理由に、発災時においても休止することなく、継続し

なければならない通常業務も含まれます。  
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４ 業務継続計画に記載する業務の選定 
 本計画は、発災後、葛飾区災害対策本部が設置された際に、各所属が優先して取り組むべき業

務を網羅するとともに、その目標着手時間を定めています。 

 ここでは、本計画に記載すべき災害時優先業務の定義と選定について記載します。 

 本区では平成２３年度に『葛飾区業務継続計画（BCP）〈地震編〉』を策定する際、災害時優先

業務を定義し、業務の選定を行いました。 

 

本計画で用いる災害時優先業務の定義は、次のとおりです。 

【災害時優先業務の定義】 

 震災が発生した際に区民の生命、生活及び財産を保護し、社会経済活動を維持するために、 

優先して遂行する業務 

今回の計画の改定では、災害時優先業務の実効性を確保するという観点から、災害時優先業務

を以下の４区分に分類のうえ、再選定することとしました。 

 応急対策業務    ①災害対策本部及び各対策本部が担う業務のうち、各課に割り振られた

業務 

            ②平常時に行わず、災害発生後のみ行う各課固有の業務 

早期復旧・復興業務 ①災害発生後に行う復旧・復興業務のうち、早期に着手する必要がある業

務 

優先通常業務    ①平常時に行う通常業務のうち、災害発生後も業務継続の優先度が高い

通常業務（選定基準は、以下の【優先通常業務の判断基準】を参照） 

最優先業務    ①特に人的資源が不足する発災直後の１時間から３時間の間において、最

優先して取り組むべき業務 

 

※ 各課で所掌する通常業務について、以下の判断基準に合致する場合には優先通常業務と

します。 

 

 

【優先通常業務の判断基準】 

各課で所掌している業務のうち、以下のいずれかに当てはまり、かつ 2 週間以内に着手する

必要がある場合、その業務は「優先通常業務」とする。 

1. 区民の生命や財産にかかわる内容を含むもの 

2. 区民生活を支えるために不可欠な内容を含むもの 

3. 業務の基盤となる事業（基幹事業）を含むもの 

4. 法令等により停止することを許されていないもの 

５.  その他、業務停止により社会機能に影響がでるもの 
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通常業務（休止業務）も含めた、それぞれの業務の位置づけの概念図は以下のとおりです。 

  
図２ 災害時優先業務の対象範囲（概念図） 

 

 

５ 本計画に記載している災害時優先業務と災害対策マニュアル類との関係 
本区では、この『葛飾区業務継続計画』のほか、災害時に各所属が取り組むべき応急対策業務の

手順・行動内容を示した災害対策マニュアルの策定を各部において進めています。 

災害対策本部マニュアル並びに各対策本部マニュアルは、発災初動時の災害対策本部体制（第

３章に記載）における応急対策業務の実施手順を記載したものです。そのほか、各種復旧・復興に係

るマニュアルは、各分野の復旧・復興に係る大まかな道程を示すものです。 

このようなマニュアル類は、本計画に記載している応急対策業務や優先通常業務、その他早期復

旧・復興業務の着手に関する手順・行動内容を示したものであるため、本計画の実行性を確保する

うえで必要不可欠なものです。 

以下に、対象とする災害時優先業務と災害対策マニュアル類の関係（イメージ図）を示します。 

 
図３ 業務継続計画と各種マニュアル類との関係（イメージ図） 
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第２章 被害想定 
１ 想定地震 

 本計画の前提とする地震は、令和４年５月に東京都が公表した首都直下地震等による東京の被

害想定の中から、本区において被害が大きい「都心南部直下地震」を想定地震とします。 

 以下、本章の被害想定の出典は、『首都直下地震等による東京の被害想定』によります。 

 ※本章の被害想定は、『葛飾区地域防災計画（令和５年修正）』に反映しています。 

 

 なお、想定地震の前提条件は、次のとおりです。 

 ■地震被害想定の前提条件（令和４年 5 月東京都公表） 

地震の種類 都心南部直下地震（首都直下地震） 

震源 区部南部 

規模 マグニチュード 7.3 

震源の深さ 約 20〜30km 

地震発生の時刻 冬 18 時 風速 8ｍ/ｓ 

 

２ 被害想定 

（１）震度分布 

 震度は、ほとんどの区域で震度６強、北東部など一部区域で震度６弱の揺れが想定されています。 
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（２）人的・物的被害 

 都心南部直下地震では、以下のような人的被害・ライフライン被害の発生が想定されています。 

  

 ■本区における主な人的被害 

建物全壊棟数 4,589 棟 

焼失棟数 5,373 棟 

死者 283 人（うち要配慮者 222 人） 

負傷者 3,439 人 

エレベーター閉じ込め台数 557 台 

自力脱出困難者 1,239 人 

避難者人口 169,051 人 

帰宅困難者 31,738 人 

 

 ■本区における主なライフライン被害 

電力（停電率） 15.6％ 

通信（不通率） 5.5％ 

上水道（断水率） 61.1％ 

下水道（管きょ被害率） 7.0％ 

ガス支障率 5.6％ 
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第３章 災害対策本部体制について 
１  飾区災害対策本部の設置について 

本区において、震度６弱以上又は長周期地震動階級４の地震が発生した際に、区長の指示により

 飾区災害対策本部が設置され、全職員は災害対応に臨まなければなりません。休日・夜間時のよ

うな勤務時間外に発災した場合には、各職員は予め指定された参集場所に参集し、災害対応に臨

むこととなります。 

  

また、震度５強の地震が発生した際には、危機管理・防災担当部長は区長と協議し、第一非常配

備態勢として 飾区災害対策本部を設置することができます。なお、この場合には全職員の４０％の

人員により災害対応することとなります。 

 

 飾区災害対策本部を設置した際には、平常時に私たち職員が行っている業務をそのまま行うの

ではなく、区民の生命・財産を守るために行う業務を中心とした災害時優先業務を迅速かつ的確に

遂行しなければなりません。 

 

２ 執行体制の確保 

 平常時の事案決定権は、 飾区処務規程に定められており、決定権者が不在の場合の代決につ

いては、同規程の第１７条に示されています。そのため、災害時にも原則として同規定に基づき、事案

を決定し、執行するものとします。 

なお、災害対策本部設置下においては、組織並びに業務が平常時と大きく異なるため、上記の規

定に基づくことが困難な場合には、参集場所における最上席者の指示に従うものとします。 

  

また、区長不在の場合には、災害対応の特殊性に鑑み、以下の順位で区災害対策本部長の代理

を務めるものとします。 

 第１順位：副区長（区長職務代理第１順位）   第２順位：副区長（区長職務代理第２順位）   

第３順位：危機管理・防災担当部長 

 

３ 職員の交代体制 

 震度６弱以上又は長周期地震動階級４の地震が発生した際、区では総力を挙げ、全職員が業務

に従事することを前提としています。 

 その場合、職員一人ひとりの負担も相当なものとなり、長期間に及ぶ対応が必要となることから

安定的な業務遂行のためには、職員の健康管理に可能な限り留意する必要があります。 

 具体的には、発災後比較的早期のうちに職員ローテーションを確立し、可能な限り業務の負荷を

均等にすることが求められます。 
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第４章 災害時優先業務一覧 
１ 災害時優先業務の選定結果 

■災害時優先業務総数 

 

 

 

 

 

 

※B〜D のうち、最優先業務数は、204（147） 

※Ａのうち、部業務は 321（200）、課業務は 297（291） 

※（）内は複数課で取り組む業務をまとめたもの 

２ 災害時優先業務一覧 

■各課共通業務 

※【所属別】災害時優先業務一覧は P.10 以降に記載 （凡例は P.9 に記載）   

業務名 業務概要 

来庁者・施設利用者の安全確保・

安全確認・負傷者の救護 

災害発生直後に来庁者・施設利用者の安全確保・安全確認・負傷者の

救護を行う。 

施設被害状況の確認 災害発生直後に施設の被害状況を確認する。 

作業場所の確保 
地震の影響で資料等が散乱した執務室内において、最低限の業務遂

行可能な場所を確保する。 

参集済職員の把握 災害時優先業務を遂行することができる職員数を随時確認する。 

庁内調整連絡事務 災害対策本部や他部、他課との連絡・調整を行う。 

施設の保全・維持管理 
施設の破損故障部分の修繕、設備等の保守、清掃を行い、区民が安全

に利用できるように整備する。 

庶務事務 

（災害時の服務管理を含む） 

課メールボックス管理、物品の管理、職務の服務管理、契約履行済み案

件の支払い、補助金歳入の経理処理、予算編成を行う。 

（予算・契約・会計については、本部の庶務班財務会計担当の指示に

従うこととする。） 

システム復旧 業務システムの復旧作業を行う。 

  

業務区分 業務数 

A 災害時優先業務 618（430） 

 

 B 応急対策業務 443（265） 

 C 優先通常業務 154（144） 

 D 早期復旧・復興業務 21 
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■災害時優先業務一覧の凡例 

 
① 「業務区分」--------------------災害時優先業務のうち、応急対策業務、優先通常業務、早期復旧・ 

             復興業務の区分を示すもの。（各区分の説明は P.３を参照） 

             応急対策業務は「応」、早期復旧・復興業務は「早」、優先通常業務は 

             「優」として記載している。  

② 「目標着手時間」 -------------- その業務に着手する目標時間と、いつまで取り組むのかを示すもの。 

「必要人員数」        「１ｈ」は 1 時間以内、「３ｈ」は 3 時間以内、「６ｈ」は 6 時間以内、「１２

ｈ」は 12 時間以内、「24ｈ」は 24 時間以内、「72ｈ」は 72 時間以内、

「１ ｗ」は 1 週間以内、「２ｗ」は 2 週間以内、「１ｍ」は 1 か月以内を

示す。 

矢印は業務に着手してからいつまで継続するかを示すもの。 

矢印の下に記載された数字は、その時点における必要人員数を示す

もの。 

※括弧書きされた数字は、複数課の合計数を示すもの。 

③ 「所属外職員参加可否」 ------ 業務を所管する所属以外の区職員の業務従事可否を示すもの。 

④ 「最優先業務」 ----------------- 一覧にある業務のうち、背景に色がついている業務。 

 

 

※「最優先業務」について 

特に人員が不足する、発災直後１時間から３時間の間に最優先して取り組むべき業務となります。 

あらかじめ最優先業務を定めておくことによって、業務の優先順位が明確になり、人員が不足する状

況にあっても、取り組むべき業務を選別する上での迷いの軽減にも繋がります。 



政策経営部

政策企画課

政策企画課 応 部
【災害対策本部・情報管理

班】
情報集約担当業務

◆区内部組織及び外部関係機関との連絡調整、情
報収集　◆収集したすべての情報の管理及び当該
情報の外部提供

3 3 3 3 3 3 3 3 3

○

政策企画課 応 部
【災害対策本部・情報管理

班】
情報担当業務

◆一般電話及び臨時窓口において区民等からの情
報提供、問い合わせ等への対応　◆情報提供、要請
等の分類及び災害対策本部等への報告

12 12 12 12 12 12 12 12 12

○

政策企画課 優 課 指定管理者制度
◆指定管理施設の被害状況確認　◆指定管理施設
が緊急避難所となった際の所管課サポート
◆関係各所の全体調整

1 1 1 1 1 1

○

政策企画課 優 課
各種基幹統計調査

国や都、調査員等関係者と
の連絡・調整

調査の実施・変更・中止等の国や東京都、調査員等
関係者との連絡・調整

1 1 1 1 1 1

×

政策企画課 優 課 統計調査員の安否確認
◆統計調査期間中に被災している可能性のある調
査員の確認　◆関係各所への連絡等

3 3 3

×

政策企画課 優 課
政策企画課分室
維持管理業務

◆分室の状況確認　◆関係各所への連絡等

1 1

×

政策企画課 優 課
金町駅前活動センター

維持管理業務
◆金町駅前活動センターの状況確認　◆関係各所
への連絡等

1 1

×

政策企画課 優 課 用地取得・利用調整
◆区有地（空地）の暫定活用方法の検討、調整
◆災害対応用としての民有地の借上げ検討、調整

3 3 3 3

×

財政課

財政課 応 部
【災害対策本部・情報管理

班】
情報担当業務

◆一般電話及び臨時窓口において区民等からの情
報提供、問い合わせ等への対応　◆情報提供、要請
等の分類及び災害対策本部等への報告

3 3 3 3 3 3 3 3 3

○

財政課 応 部
【災害対策本部・庶務班】

財務会計担当業務
◆災害対策に要する予算の管理調整　◆災害対策
に起因する補償等に係る交渉等

2 2 2 2 2 2 2 2 2

○

財政課 早 課
義援金品の受け入れ、配

分計画

◆義援金品の受付　◆東京都に設置されることに
なっている「義援金品募集配分委員会」へ義援金の
送金　◆被災者へ義援品の配分

1 2 2 2 2

○

財政課 早 課 震災復興基金への出捐 震災復興基金への出捐

1 1 1

○

財政課 優 課 地方債の償還 地方債の償還

1 1 1

○

財政課 優 課 各種交付金等の収入
地方譲与税、税関連交付金、財政調整交付金、交通
安全特別交付金、基金利子収入の収入

1 1

○

DX戦略課

DX戦略課 応 課
庁内ネットワークの疎通確

認・復旧
庁内統合認証系ネットワークの復旧作業・保守事業
者に復旧依頼をする。

2 2 2 2 2 2 2 2 2

×

DX戦略課 応 課 出先内線機能の復旧
出先機関の内線機能について施設維持課とともに復
旧作業（保守事業者に復旧依頼含む）にあたる。

2 2 2 2 2 2 2 2 2

×

DX戦略課 応 課
データセンター（DC)内ネッ
トワークの疎通確認・復旧

庁外のデータセンター内ネットワークの復旧作業・保
守事業者に復旧依頼をする。

2 2 2 2 2 2 2 2 2

×

DX戦略課 応 課
仮想デスクトップ基盤（VDI)

の稼働確認・復旧
仮想デスクトップ基盤（VDI)の稼働確認・保守事業者
に復旧依頼をする。

2 2 2 2 2 2 2 2 2

×
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政策経営部

1
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所
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外
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1
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1
2
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4
h

7
2
h

1
w

業務
所管

DX戦略課 応 課
インターネット接続の確認・

復旧

東京都セキュリティクラウド、インターネット接続サー
ビス提供事業者とインターネット接続の復旧作業をお
こなう。

2 2 2 2 2 2 2 2 2

×

DX戦略課 応 課
区公式HP/CMSの稼働確

認・復旧
区公式HPおよびCMSの稼働確認・保守事業者に復
旧依頼をするとともに広報課へ情報共有する。

2 2 2 2 2 2 2 2 2

×

DX戦略課 応 課
グループウェアシステムの

稼働確認・復旧
グループウェアの稼働確認・保守事業者に復旧依頼
をする

2 2 2 2 2 2 2 2 2

×

DX戦略課 応 課
庁内電算センターの被害状

況確認・復旧
庁内電算センター内の機器、ネットワーク等の被害
状況を確認し、復旧する

2 2 2 2 2 2 2 2 2

×

DX戦略課 応 課
ファイルサーバの稼働確

認・復旧
ファイルサーバの稼働確認・保守事業者に復旧依頼
をする

2 2 2 2 2 2 2 2

×

DX戦略課 応 課
各業務システムの稼働確

認・復旧
各業務システムの稼働確認・各保守事業者に復旧依
頼をする

6 6 6 6 6 6 6 6

×
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総務部

総務課

総務課 応 部
【災害対策本部・情報管理

班】
情報集約担当業務

◆区内部組織及び外部関係機関との連絡調整、情
報収集　◆収集したすべての情報の管理及び当該
情報の外部提供

2 2 2 2 2 2 2 2 2

○

総務課 応 部
【災害対策本部・資源管理

班】
資源維持管理担当業務

◆総合庁舎躯体、設備等の点検及び使用可否の検
討　◆通信機器等の疎通状況等の確認
◆備蓄品に係る管理全般及び救援物資の受け入れ
の決定　◆給水拠点の管理、運用 5 5 5 5 5 5 5 5 5

○

総務課 応 部
【災害対策本部・庶務班】

副班長業務
庶務班の業務全般の管理
（担当：総務課長）

1 1 1 1 1 1 1 1 1

○

総務課 応 課 自衛消防
 飾区総合庁舎自衛消防隊が、総合庁舎敷地内で
発生した突発事態（主に火災・地震）に対応する

8 8 8 4 4 4

○

総務課 優 課 庁舎管理
◆総合庁舎の会議室等の部屋を災害対策本部設置
等の調整を行う　◆来庁者の一時的な滞在場所及び
避難場所への誘導等を行う

3 3 3 3 3 3 3 3 3

○

総務課 優 課 庁舎内車両誘導・管理業務
車両で来庁された方の自動車を的確に駐車場に誘
導する業務（業者委託）

3 3 3 3 3 3 3 3 3

○

総務課 優 課 車両管理
庁用車両の管理・貸出及び修繕費、車検費、公課費
及び保険料を支払う

2 2 2 2 2 2 2 2 2

○

秘書課

秘書課 応 部
【災害対策本部運営支援

班】災害対策本部会議の運
営支援業務

◆災害対策本部において開催される会議体の準備
及び運営　◆災害対策本部において講じた応急対策
業務に係る検討過程、決定内容等の記録

2 2 2 2 2 2 2 2 2

○

秘書課 優 課 区長・副区長の秘書業務 区長・副区長の秘書業務を行う

2 2 2 2 3 3 3 3 3

○

広報課 応 部
【災害対策本部・広報班】

班長業務
広報班の業務全般の管理
（担当：広報課長）

1 1 1 1 1 1 1 1 1

○

広報課 応 部
【災害対策本部・広報班】

広報及び報道業務

◆区民等に対する避難情報を含めた広報活動全般
◆広報活動に要する各種広報手段（かつしかFMを
含む）の確保、維持　◆定期記者会見等のマスメディ
ア対応全般 10 10 10 10 10 10 10 10 10

○

広報課 優 課 コールセンターの運営
区に関する様々な問い合わせに専門のオペレーター
が一元的に応じるコールセンターを運営

1 1 1 1 1 1 1 1 1

○

広報課 優 課 広報スタンド管理
◆各駅１4カ所に設置の広報スタンドの管理
◆広報かつしかの他、区主催のイベント、講座などの
チラシの配布

1 1 1 1 1

○

広報課 優 課
広報かつしか発行（点字・

音声版含む）

◆広報かつしかを区内全世帯に対し、月3回発行す
る　◆大規模な災害が発生した際、災害情報・救援
活動を区民に伝達するために災害対策用臨時広報
紙を発行する 2 4 4 4 7

○

広報課 優 課
ポスター掲出（区内設置掲

示板管理事務）
区内に設置された広報掲示板と区内の浴場に、区の
事業等を告知するポスターを掲出する

1 1 1 1

○

広報課
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総務部
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1
h

すぐやる課 応 部
【災害対策本部・情報管理

班】
情報担当業務

◆一般電話及び臨時窓口において区民等からの情
報提供、問い合わせ等への対応　◆情報提供、要請
等の分類及び災害対策本部等への報告

3 3 6 6 8 8 10 10 10

○

すぐやる課 優 課
（法律等専門）区民相談事

務

◆区役所本庁舎や地区センターにて定期的に法律
相談を開催　◆税金と経理相談、建築相談など専門
相談を関係団体と協力のもと、区役所本庁舎で実施
している 2 2 4 6 9

×

すぐやる課 優 課
区長へのはがき（陳情・要

望・苦情処理事務）

◆区長へのはがきを区内各所に設置し、区民からの
意見・要望を受け付ける　◆すぐやる課で収受後、関
係部署へ回答文案の作成依頼、取りまとめを行い、
区長回答案として区長決裁後に区長名で回答する

1 1 1 1

○

人権推進課

人権推進課 応 課
災害ボランティアセンター

の運営支援

災害発生時に 飾区社会福祉協議会が男女平等推
進センター内に設置する「災害ボランティアセンター」
の運営が円滑に進むよう、必要な支援を行う

1 1 2 2 2 2 1

○

人権推進課 応 課
災害ボランティアセンター

保全管理

災害ボランティアセンター運営時における館内利用
者の安全を確保するため、館内各設備を保全管理す
る

1 1 2 2 2 2 1

○

人事課

人事課 応 部
【災害対策本部・統括班】

情報連絡担当業務

◆一般電話及び臨時窓口において区民等からの情
報提供、問い合わせ等への対応　◆情報提供、要請
等の分類及び災害対策本部等への報告

2 2 2 2 2 2 2 2 2

○

人事課 応 部
【災害対策本部・庶務班】

職員支援担当業務

◆職員の安否情報等の確認及び各施設の被害状況
の確認　◆職員の健康管理等の支援　◆職員用の
飲料水、食糧等の供給　◆職員用の宿泊場所等の
確保　◆災害派遣職員の受入に係る調整 10 10 10 10 10 10 10 10 10

○

人事課 応 部
【災害対策本部・情報管理

班】
情報連絡担当業務

◆一般電話及び臨時窓口において区民等からの情
報提供、問い合わせ等への対応　◆情報提供、要請
等の分類及び災害対策本部等への報告

2 2 2 2 2 2 2 2 2

○

人事課 優 課 例月給与支給
給与計算、各種手当、住民税等控除関係、口座振替
業務

2 5

×

人事課 優 課
会計年度任用職員報酬等

支給
報酬計算及び支給、社会保険・雇用保険手続き

2 2

×

契約管財課

契約管財課 応 部
【災害対策本部・情報管理

班】
情報連絡担当業務

◆一般電話及び臨時窓口において区民等からの情
報提供、問い合わせ等への対応　◆情報提供、要請
等の分類及び災害対策本部等への報告

4 4 4 4 4 4 4 4 4

○

契約管財課 応 部
【災害対策本部・庶務班】

財務会計担当業務
◆災害対策に係る各種契約の締結等の管理
◆災害対策に起因する補償等に係る交渉等

2 2 2 2 2 2 2 2 2

×

契約管財課 優 課 契約・検査事務

区事業の執行に必要な物品の調達、売却、賃借、請
負その他の契約に関して、区にとって最も有利な条
件を提示した事業者を選定し、その契約内容を確実
に履行させる 2 2 2 2 3 3 3 3 3

×

収納対策課

収納対策課 応 部
【災害対策本部・資源管理

班】
資源維持管理担当業務

◆総合庁舎躯体、設備等の点検及び使用可否の検
討　◆通信機器等の疎通状況等の確認
◆備蓄品に係る管理全般及び救援物資の受け入れ
の決定　◆給水拠点の管理、運用 2 2 2 2 2 2 2 2 2

○

収納対策課 応 部
【災害対策本部・資源管理

班】
輸送担当業務

◆輸送拠点の管理運営　◆輸送車両及び燃料の確
保、管理　◆物資輸送に係る調整、実施全般

3 3 3 3 3 3 3 3 3

○

収納対策課 早 課
債権保全、取立て等債権

の管理に関する業務

滞納者より、震災のため身体的・経済的に影響を受
けたと申出があった場合、生活状況の調査を行った
上で、財産調査、差押等滞納処分の実施及び納付
相談などを行う 40 40

×

税務課

税務課 応 部
【災害対策本部・情報管理

班】
情報連絡担当業務

◆一般電話及び臨時窓口において区民等からの情
報提供、問い合わせ等への対応　◆情報提供、要請
等の分類及び災害対策本部等への報告

19 19 19 19 19 19 19 19 19

○

すぐやる課
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1
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税務課 応 部
【災害対策本部・資源管理

班】
資源維持管理担当業務

◆総合庁舎躯体、設備等の点検及び使用可否の検
討　◆通信機器等の疎通状況等の確認
◆備蓄品に係る管理全般及び救援物資の受け入れ
の決定　◆給水拠点の管理、運用 5 5 5 5 5 5 5 5 5

○

税務課 応 部
【災害対策本部・資源管理

班】
輸送担当業務

◆輸送拠点の管理運営　◆輸送車両及び燃料の確
保、管理　◆物資輸送に係る調整、実施全般

7 7 7 7 7 7 7 7 7

○

税務課 優 課 特別区税の賦課
納税義務者、特別徴収義務者等からの申告、報告を
受け、税額を算出し、納税通知、税額通知等の送付
を行う

33 33 33

○

税務課 早 課 減　免
被災した納税義務者の申請を受けて納期未到来の
税額について減免を行うための準備及び履行

2 2

○
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施設部

営繕課・施設管理課

施設管理課 応 部
【災害対策本部・資源管理

班】
資源維持管理担当業務

◆総合庁舎躯体、設備等の点検及び使用可否の検
討　◆通信機器等の疎通状況等の確認
◆備蓄品に係る管理全般及び救援物資の受け入れ
の決定　◆給水拠点の管理、運用 3 3 3 3 3 3 3 3 3

○

営繕課
施設管理課 応 部

災害時重要施設（避難所・
地区センター等）の応急危

険度判定業務

避難所、地区センター等の災害時重要施設の躯体、
設備等の点検及び使用可否の判断

30 30 30 30 30 30

○

営繕課 優 課
区有建築物の設計・工事

監理監督等
災害時における工事中の区有建築物安全確認

4 4 4 4

×

営繕課
施設管理課 応 部

区有建築物等の応急危険
度判定業務

災害時重要施設以外の公共施設、医療救護施設等
の躯体、設備等の点検及び使用可否の判断

40 40 40

○

営繕課
施設管理課 応 部 公共建築物現況調査 公共施設の復旧に向けた調査を実施

40 40

○

施設維持課

施設維持課 応 部
【災害対策本部・資源管理

班】
資源維持管理担当業務

◆総合庁舎の躯体・設備等の点検、応急措置及び
使用可否の検討　◆通信機器の導通状況の確認等
◆給水拠点の管理、運用

4 4 4 4 4 4 4 4 4

○

1
m

所

属

外
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員

参

加

可

否
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地域振興課

地域振興課 応 部
【連携本部　庶務】

地域連携対策本部　庶務
班としての業務

地域連携対策本部　各班の人員配置の調整と活動
班からの情報を収集・整理し、災害対策本部へ情報
提供する

(3) (3) (4) (4) (4) (4)

○

地域振興課 応 部
【被害状況確認】

地域連携対策本部　活動
班としての業務①

地域コミュニティ施設の施設利用者の安全確保と被
害状況を確認する

(3) (3) (6) (10) (20) (27)

○

地域振興課 応 部

【災対拠点　開設・情報収
集】

地域連携対策本部　活動
班としての業務②

地区災害対策拠点（地区センター）を開設し、町会・
自治会等の地域の被害状況や要望事項等の情報を
収集する

(5) (10) (10) (10) （21） （21） (19) (19)

○

地域振興課 応 部

【災対拠点　相談窓口設
置・情報収集・情報発信】
地域連携対策本部　活動

班としての業務③

地区災害対策拠点（地区センター）に区民問い合わ
せ対応窓口を設置し、区民等からの問い合わせや相
談に応じるとともに、災害対策本部からの被害状況
等の各種情報を区民へ提供する (5) (10) (10) (10) （20） （35） (19) (19)

○

地域振興課 応 部
【帰宅困難者対応】

地域連携対策本部　活動
班としての業務④

地域コミュニティ施設等に避難した避難者や帰宅困
難者の一時滞在の受入れ、施設の管理運営

(5) (10) (10) (20) （40） （63） （21） (21)

○

地域振興課 応 課
【被害状況の点検調査】

地域コミュニティ施設の被
害状況の点検調査

地域コミュニティ施設の倒壊状況等について点検調
査を行う

5 10 10 22 22

○

地域振興課 優 課
地域活動の支援・協働の推

進

住みよいまちづくりのために自治町会等が自発的に
行う地域活動を側面から支援する(19地区センター長
の配置)　◆地域住民に関する情報収集、提供 ◆地
域住民との連絡・調整 19 19 19

×

地域振興課 応 部 遺体の収容計画

「遺体収容マニュアル」に基づく、遺体収容所の開設施設
の決定、施設管理者への開設指示、都及び警察への検視
班・検案班の派遣要請、死亡者情報の管理、遺族への遺
体等の引き渡し、身元不明遺体の保管・埋火葬 (3) (3) (6) (10) （40） （40） （40） （40） （40）

○

地域振興課 応 部
区役所職員

り災証明書の発行
住家被害認定調査結果を踏まえたり災証明書の申
請受付及び発行等の実施

(9) (28) (28) (80)

○

地域振興課 応 部
応援職員

り災証明書の発行
住家被害認定調査結果を踏まえたり災証明書の申
請受付及び発行等の実施

(86)

○

戸籍住民課

戸籍住民課 応 部
【連携本部　庶務】

地域連携対策本部　庶務
班としての業務

地域連携対策本部　各班の人員配置の調整と活動
班からの情報を収集・整理し、災害対策本部へ情報
提供する

(3) (3) (4) (4) (4) (4)

○

戸籍住民課 応 部
区役所職員

り災証明書の発行
住家被害認定調査結果を踏まえたり災証明書の申
請受付及び発行等の実施

(9) (28) (28) (80)

○

戸籍住民課 応 部
応援職員

り災証明書の発行
住家被害認定調査結果を踏まえたり災証明書の申
請受付及び発行等の実施

(86)

○

戸籍住民課 応 部
【被害状況確認】

地域連携対策本部　活動
班としての業務①

地域コミュニティ施設の施設利用者の安全確保と被
害状況を確認する

(3) (3) (6) (10) (20) (27)

○

戸籍住民課 応 部

【災対拠点　開設・情報収
集】

地域連携対策本部　活動
班としての業務②

地区災害対策拠点（地区センター）を開設し、町会・
自治会等の地域の被害状況や要望事項等の情報を
収集する

(5) (10) (10) (10) （21） （21） (19) (19)

○

戸籍住民課 応 部

【災対拠点　相談窓口設
置・情報収集・情報発信】
地域連携対策本部　活動

班としての業務③

地区災害対策拠点（地区センター）に区民問い合わ
せ対応窓口を設置し、区民等からの問い合わせや相
談に応じるとともに、災害対策本部からの被害状況
等の各種情報を区民へ提供する (5) (10) (10) (10) （20） （35） (19) (19)

○

戸籍住民課 応 部
【帰宅困難者対応】

地域連携対策本部　活動
班としての業務④

地域コミュニティ施設等に避難した避難者や帰宅困
難者の一時滞在の受入れ、施設の管理運営

(5) (10) (10) (20) （40） （63） （21） (21)

○

戸籍住民課 応 部 遺体の収容計画

「遺体収容マニュアル」に基づく、遺体収容所の開設施設
の決定、施設管理者への開設指示、都及び警察への検視
班・検案班の派遣要請、死亡者情報の管理、遺族への遺
体等の引き渡し、身元不明遺体の保管・埋火葬 (3) (3) (6) (10) （40） （40） （40） （40） （40）

○
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戸籍住民課 優 課
戸籍の照会、調査及び回

答
死亡届に伴う他市区町村等からの照会に回答する

1 1 1 1 1

○

戸籍住民課 優 課
特別永住許可申請・特別永

住者証明書交付等事務

特別永住許可申請の受付、特別永住者証明書の更
新・再交付・記載事項変更等の申請受付及び交付を
行う

2 2 2 2 2

×

戸籍住民課 優 課 各種証明書の交付
住民票の写し・戸籍の証明・税証明書等の交付を行
う

2 2 2 2 2

○

戸籍住民課 優 課
戸籍の届出（死亡を除く）受
付及び記載、編成に関する

事務

各種届出を受理し、戸籍簿の記載・編成を行うととも
に、附表に住所の記載を行う

2 2 6 6 6

×

戸籍住民課 優 課
死亡届の受付及び火葬許

可
死亡届に基づき、火葬許可証を交付するとともに、戸
籍簿へ記載する

2 2 6 6 6

○

戸籍住民課 優 課 個人の印鑑登録事務
 飾区印鑑条例に基づき、印鑑の登録等（外国人を
含む）を受付、印鑑登録証を発行する

3 3 3 3 3

○

戸籍住民課 優 課 住民基本台帳の整備
住民異動（転出入・主変・分離・合併等）の届出を受
付、住民基本台帳へ記載するとともに、国民健康保
険証、介護保険証、子ども医療証等の発行を行う

6 6 6 6 6

○

戸籍住民課 優 課
住民基本台帳の整備

（区民事務所）

住民異動（転出入・主変・分離・合併等）の届出を受
付、住民基本台帳へ記載するとともに、国民健康保
険証、介護保険証等の発行を行う

2 2 3 3 6

○

戸籍住民課 優 課
個人の印鑑登録事務

（区民事務所）
 飾区印鑑条例に基づき、印鑑の登録等（外国人を
含む）を受付、印鑑登録証を発行する

2 2 3 3 6

○

戸籍住民課 優 課
出生届の受付及び死亡届

の受付及び火葬許可
（区民事務所）

出生届の受付及び死亡届に基づき、火葬許可証を
交付する

2 2 3 3 6

○

戸籍住民課 優 課
各種証明書の交付

（区民事務所）
住民票の写し・戸籍の証明・税証明書等の交付を行
う

2 2 3 3 6

○

戸籍住民課 優 課
個人番号カード交付及び公

的個人認証事務

◆国により作成された個人番号カードを区で交付す
る　◆オンライン手続等をする際の本人であることの
証明として、個人番号カードに認証する

2 2

○

戸籍住民課 優 課
個人番号カード交付及び公

的個人認証事務
（区民事務所）

◆国により作成された個人番号カードを区で交付す
る　◆オンライン手続等をする際の本人であることの
証明として、個人番号カードに認証する

2 6

○

危機管理課

危機管理課 応 部
【災害対策本部】

本部統括
災害対策本部活動を統括する

1 1 1 1 1 1 1 1 1

○

危機管理課 応 部
【災害対策本部・統括班】

班長業務
災害対策本部統括班の班長を務め、統括班業務を
管理する（担当：危機管理課長）

1 1 1 1 1 1 1 1 1

○

危機管理課 応 部
【災害対策本部・統括班】

計画担当業務

◆各種情報分析、総合的な災害対策の企画立案等による
本部長の意思決定等支援　◆災害対策本部各班及び各
対策本部単独の対応が困難な事案の対応策の調整決定
◆災害対策本部会議の開催　◆災害救助法の適用手続
きに関すること 4 4 4 4 4 4 4 4 4

○

危機管理課 応 部
【災害対策本部・統括班】

受援渉外担当業務

◆受援に関する状況把握及び取りまとめ　◆資源の
調達及び整理　　◆応援職員の支援　◆防災関係機
関、協定事業者との連絡調整

5 5 5 5 5 5 5 5 5

○

危機管理課 応 部
【災害対策本部・統括班】

避難所統括担当業務
◆一時集合場所、避難場所の状況把握　◆各避難
所の状況把握及び取りまとめ

5 5 5 5 5 5 5 5 5

○

危機管理課 優 課
【本部装備品】

本部装備品の購入及び維
持管理

拡声器や発電機、庁議室モニターシステムなどの本
部装備品の維持管理

2 2 2 2 2 2 2 2 2

○
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危機管理課 優 課
各種通信・情報収集機器の

運用維持

◆防災行政無線、災害監視カメラ、ＩＰ無線機、災害対策ス
マートフォン、東京都防災無線、蓄電池、発電機等の各種
通信・情報収集機器の運用維持　◆停電時に災害監視カ
メラ及び防災行政無線室の空調が停止してしまうため、発
電機やＵＰＳにより、電源を確保する。 3 3 1 1 1 1 1 1 1

○

危機管理課 応 課
防災気象情報の収集及び

情報共有
屋外対応等を支援するため、防災気象情報の収集
及び情報共有を行う。

1 1 1 1 1 1 1 1 1

×

危機管理課 優 部
【危機管理関係】

危機事象への対応
区内で発生する危機事象に対応する。

3 3 3 3 3 3 3 3 3

○

危機管理課 優 課
【施設維持】

学校備蓄倉庫維持管理
各小・中学校内にある備蓄倉庫（外倉庫含む）の維
持管理

3 3 3 3 3 3 3 3 3

○

危機管理課 優 課
【施設維持】

災害備蓄倉庫及び資器材
倉庫維持管理

◆災害対策用の備蓄倉庫（高砂災害備蓄倉庫ほか）
及び資器材倉庫の維持管理　◆シャッターの稼働状
況や小荷物昇降機等の維持管理

3 3 3 3 3 3 3 3 3

○

危機管理課 優 課 犯罪情報等の提供
犯罪情報などの区民へ緊急にお伝えする必要のあ
る情報を、安全・安心情報メール等を通じて周知

1 1 1 1 1 1 1 1 1

○

文化国際課

文化国際課 優 課
外国人区民への災害情報

等提供
災害発生後、外国人区民へ迅速かつ正確に災害・避
難情報を伝達する

1 1 1 1 1 1 1 1 1

○

文化国際課 優 課
指定管理者との協議・調整

及び指導・監督
（施設の維持管理）

施設の破損故障部分の修繕・設備等の保守につい
て指定管理者と協議・調整を行い、区民が安全に利
用できる状態に整備する

1 1 1

○

文化国際課 応 課
深井戸給水施設の保全、

管理及び運用
文化会館に設置された震災対策用深井戸給水施設
から生活用水を給水する

1 1

○

文化国際課 優 課 外国人生活相談
外国人区民からの区政及び日常生活一般に関する
相談に応じる

1 1 1 1

○

文化国際課【帰宅困難者一時滞在施設（かつしかシンフォニーヒルズ）】

文化国際課 応 課
【施設利用者の安全確保】
施設の被害状況の確認

◆ 各自の安全確保　◆ 施設利用者の安全確認
◆ 避難行動の判断・指示

1 1

○

文化国際課 応 課
【被害状況確認】

施設全体の被害状況の確
認

◆災害対策本部への被害状況の報告【第一報】

1 1

○

文化国際課 応 課
【被害状況確認】

施設内部及び設備の被害
状況の確認

◆各フロアの確認　◆電気設備の確認　◆ガス設備
の確認　◆水道設備の確認　◆通信機器類の確認
◆下水道設備の確認　◆エレベーター設備の確認
◆被害状況の集約と所管課への報告 1 1

○

文化国際課 応 課
【被害状況確認】

施設内部及び設備の被害
状況の確認

◆災害対策本部への被害状況の報告【第二報】

1 1

○

文化国際課 応 課
【開設準備】

帰宅困難者一時滞在施設
運営の体制構築

◆メンバー召集　◆役割確認

1

○

文化国際課 応 課
【開設準備】

役割に応じた運営準備
◆一時待機場所の設置　◆１階フロアの準備
◆２階・４階・５階フロアの準備　◆誘導員の配置

3

○

文化国際課 応 課
【開設準備】

区災害対策本部への報告
◆開設準備完了報告

1

○

文化国際課 応 課
【開設】

帰宅困難者一時滞在施設
運営補助要員の受入

◆補助要員数の確認　◆飲食等備蓄数の不足は本
部へ要請

1

○
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所管

1
m

所

属

外

職

員

参

加

可

否

3
h

6
h

1
2
h

2
4
h

7
2
h

1
w

2
w

文化国際課 応 課
【施設運営】

応急対策業務遂行
◆施設運営に係る情報の入手　◆滞留者の案内・誘
導

3

○

文化国際課 応 課
【施設運営】

帰宅困難者への対応及び
管理

◆滞留者の受け入れ、集計　◆施設滞在者への情
報提供　◆配食、給水　◆滞在者の安全確保
◆保健衛生活動

3 3 3 3

○

文化国際課 応 課
【施設の機能維持】

ライフライン等の継続的管
理

◆定期的な警備・点検　◆不具合に対する速やかな
措置

1 1 1 1

○

文化国際課 応 課
【施設の機能維持】

ライフライン等の継続的管
理

◆災害対策本部への報告、要請　◆備蓄物資等の
管理　◆し尿処理対策　◆ごみの収集・分別・処理

1 1 1 1

○

文化国際課 応 課
【施設の機能維持】

情報の継続的提供・管理
◆災害対策本部に係る最新情報を確認　◆施設情
報掲示板に掲示

1 1 1 1

○

文化国際課 応 課
【施設の機能維持】

施設業務の記録・整理
◆施設の運営状況を毎日記録

1 1 1 1

○

文化国際課 応 課
【施設運営】

帰宅の支援及び退所管理
◆帰宅支援　◆退所管理

3 3

○

文化国際課 応 課
【廃止】

施設の廃止
◆災害対策本部からの廃止指示を受ける　◆資器
材等の処置　◆閉鎖報告

1 2

○

文化国際課 応 課
【事後処理】

必要経費の協議・精算
◆帰宅困難者一時滞在施設開設に伴い発生した経
費について、指定管理者と協議し、精算事務を行う

1 1

×
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産業観光部

産業経済課

産業経済課 優 課
東四つ木工場ビル維持管

理
地域社会と調和して事業展開を図る中小企業の操業
の場を提供する

1 1 1 1 1 1 1 1 1

×

産業経済課 優 課 創業支援施設維持管理
研究開発、情報・環境関連サービス産業などの新分
野の創業（起業後5年以内）を目指す方を対象に事務
所の貸し出しを行う

1 1 1 1 1 1 1 1 1

×

産業経済課（消費者センター）

産業経済課 応 課
被災者の消費者トラブルに

かかる相談

◆被災後、悪質な事業者等とのトラブルに対応する
ため、消費生活相談を実施（必要に応じて夜間特別
相談を実施する）　◆災害に便乗した悪質商法につ
いての注意喚起チラシを作成し、避難所などに周知
する 2 3 4 6

○

産業経済課、商工振興課、観光課【物資輸送拠点施設（テクノプラザかつしか）】

産業経済課 応 部
【施設利用者の安全確保】
施設の被害状況の確認

◆ 各自の安全確保　◆ 施設利用者の安全確認
◆ 避難行動の判断・指示

5 5

○

産業経済課 応 部
【施設全体の被害状況の

確認】
施設の被害状況の確認

◆施設全体（外観）の目視点検　◆施設近隣の被害
状況の確認　◆災害対策本部への被害状況の報告
【第１報】

5 5

○

産業経済課 応 部
【施設内部及び設備の被害

状況の確認】
 施設の被害状況の確認

◆各階フロア部分の確認　◆ライフラインの確認
◆通信機器類の確認　◆各階下水道設備（トイレ等）
の確認　◆エレベーター設備の確認　◆被害状況の
とりまとめ　◆災害対策本部への報告【第２報】 5 5

○

産業経済課 応 部
【１階フロア部分の準備】

物資輸送拠点としての開設
準備

◆物資搬入口の設営　◆物資搬出口の設営　◆荷
下し場所及び仕分け場所、分別場所、保管場所の設
営　◆事務所の設営

5

○

産業経済課 応 部
【２階フロア部分の準備】

物資輸送拠点としての開設
準備

◆拠点要員等の休憩場所として、２階和室及び大会
議室控室を確保　◆休憩場所に「物資輸送拠点休憩
室」の表示を掲示　◆毛布等の資材の搬入

5

○

産業経済課 応 部

【区災害対策本部への報
告】

物資輸送拠点としての開設
準備

◆開設準備が完了次第、災害対策本部の統括班（情
報管理担当）へ、物資輸送拠点の開設準備完了した
旨を報告

5

○

産業経済課 応 部
【救援物資の受領・保管】

物資輸送拠点の運営
◆物資の受け入れ【車両誘導】　◆物資の受領
◆物資の分別　◆物資の仕分け　◆物資の保管

5 10 10 10 10 10

○

産業経済課 応 部
【ライフライン等の継続的管

理】
物資輸送拠点の機能維持

◆ライフライン等の点検と処置の継続　◆施設の備
蓄物資等の管理　◆し尿処理対策　◆ごみの収集・
分別・処理

5 10 10 10 10 10

○

産業経済課 応 部
【情報の継続的提供・管

理】
物資輸送拠点の機能維持

◆原則１日に２回（本部会議後）、区の災害対策に係
る最新情報を、事務所近傍の空きスペースに掲示す
る

5 10 10 10 10 10

○

産業経済課 応 課
農作物の被害調査及び被

災者の支援

区内の農地、農作物等の被害状況調査、都への被
害額等の報告、被災農家等への支援制度の周知・相
談対応

3 5 5 5

○

商工振興
課 応 課

区内産業の被災状況調査
及び被災者の支援

区内商工業の被災状況調査、都への被害額等の報
告、被災企業等への支援制度の周知・相談対応

3 5 5 5

○

観光課 優 課
寅さん記念館・山田洋次
ミュージアム維持管理

区民に憩いの場を提供するとともに、区の観光文化
事業の推進に寄与する

1 1 1 1 1 1 1 1 1

×

観光課 優 課 山本亭維持管理
観光レクリエーション事業の推進と区民の文化の向
上に寄与する

1 1 1 1 1 1 1 1 1

×

観光課 優 課 こち亀記念館維持管理 観光レクリエーション事業の推進に寄与する

1 1 1 1 1 1 1 1 1

×

課名
業務
区分

業務名 業務概要
1
h

業務
所管

商工振興課

観光課

1
m

所

属

外

職

員

参

加

可

否

2
w

3
h

6
h

1
2
h

2
4
h

7
2
h

1
w
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環境部

環境課

環境課 応 部
災害廃棄物対策本部の設

置
災害廃棄物対策本部マニュアルに基づき、災害廃棄
物対策本部を設置する

(7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7)

○

環境課 優 課
他の課、係、関係者（国、
都、環境保全団体等）との

調整
自然環境関連業務に関する連絡・調整業務

1 1 1 2

×

環境課 優 課
鳥獣保護法及び外来生物

法に関すること

◆カラスの巣の撤去、落下雛の回収　◆外来種の捕
獲及び処分　◆ハクビシン・アライグマの捕獲及び処
分　◆その他外来種等への対処

1 1 2

×

環境課 優 課 光化学スモッグ緊急対策
◆区民への情報提供　◆東京都が発令する光化学
スモッグの注意報、警報などを区民に伝達する

1 1 1 1 1

×

環境課 優 課 ＰＭ２．５対策
◆区民への情報提供　◆東京都が発令するＰＭ２．
５の注意報、警報などを区民に伝達する

1 1 1 1 1

×

環境課 優 課 空間放射線量測定調査
◆区民への情報提供　◆区内６箇所で空間放射線
量測定を実施する

1 1 1 1 1

×

環境課 応 課 活動体制の確立

◆発災後72時間が経過し、従事可能な職員が概ね
参集した時点で、本格的な業務体制を整える
◆指揮班・本部運営班の編成と各人の役割を確認す
る 6

×

環境課 応 課
石綿含有建材を使用してい

る解体現場被害の把握

アスベスト除去工事、アスベスト含有建材を使用して
いる解体・改修工事が地震による倒壊等により、一
般大気中にアスベストが飛散した恐れがないかを調
査、把握する 4 4 4

×

環境課 応 課 広報・広聴体制の確立
区全体の広報・広聴を所管する災害対策本部との調
整

6

×

環境課 応 課 環境保全体制の確立
環境課各係に関連する庁舎外施設等の復旧計画・
体制を検討する

6

×

環境課 応 課 工場等の被害状況調査
適正管理化学物質使用量報告書を提出した工場、
指定作業場の被害状況の把握（約８０件）

2 2 2

×

環境課 応 課 広報・広聴の実施

◆（広報）所管業務について、早急に区民へ知らせる
べき事項の集約、掲示物・配布物の作成　◆（広聴）
臨時相談窓口の開設　◆緊急を要する事案について
は現地調査・対応を行う 12 12 12

×

環境課 応 課
環境測定の実施体制の確

保
災害による大気環境の変化を把握するため、常時監
視測定局による測定体制を確保する

2 2 2

×

環境課 応 課 環境保全活動の実施
環境保全体制の確立で検討した環境保全活動を実
施する

6 6 6

×

環境課 優 課 エコ助成金

◆個人住宅、事業所などが、太陽光発電システムや
断熱改修を導入する際の費用の一部を助成する
◆設置が完了し、請求のあった件については、早急
に支出する 1 1

○

リサイクル清掃課

リサイクル清掃課 応 課
清掃分野に関する情報集

約及び提供
清掃工場、雇上会社、ごみ集積所等の被害状況を集
約し、関係機関に情報提供する

2 2

×

リサイクル清掃課 応 部 活動体制の確立

◆発災後72時間が経過し、従事可能な職員が概ね
参集した時点で、本格的な業務体制を整える
◆指揮班・本部運営班の編成と各人の役割を確認す
る 6 6 6 6 6 6

×

リサイクル清掃課 応 部 し尿収集の調整
道路啓開状況、し尿収集車の配車可能台数、し尿搬
入先の被害状況等の情報を収集し、清掃事務所に
提供する

2 2 2 2 2 2

×

1
m

所

属

外

職

員

参

加

可

否

2
w
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環境部
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属

外
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員

参

加
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否
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課名
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業務名 業務概要
1
h

3
h

6
h

1
2
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2
4
h

7
2
h

1
w

業務
所管

リサイクル清掃課 応 部
集積所の被災状況の把握・
ごみ収集・処理作業の調整

災害対策本部に避難所の状況、災対都市整備部に
道路の状況を確認し、ごみ集積所の被災状況を把握
した上で、清掃事務所と協力し、ごみ排出量を推計
する 2 2 2 2 2 2

×

リサイクル清掃課 応 課 災害廃棄物発生量の推計
関係部署から必要な情報を得て、災害廃棄物発生
量の推計を行う

2 2 2 2 2

×

リサイクル清掃課 応 課
地区集積所等・一次仮置場

の確保
公園課等と調整し、地区集積所等・一次仮置場を確
保し、近隣住民への周知を行う

6 6 6

×

リサイクル清掃課 応 課
地区集積所等・一次仮置場

の設置・管理
協定業者へ地区集積所等・一次仮置場の設置・管理
を委託する

6 6 6 6

×

リサイクル清掃課 応 課
災害廃棄物処理実行計画
の作成及び処理の調整

◆災害廃棄物処理実行計画を作成する
◆処理状況に関する情報収集・解析を行う

3 3 3 3

×

リサイクル清掃課 応 課
収集運搬車両等の広域支

援要請

収集運搬車両の必要台数の推計を行い、支援を要
する運搬車両の種類ごとの台数と期間を決定し、特
別区災害廃棄物処理対策本部を通して、広域支援を
要請する 2 2 2 2 2

×

リサイクル清掃課 応 課 広域処理の調整

東京都へ事務委託の協議を行い、対策本部より受入
先自治体についての情報提供を受け、特別区災害
廃棄物処理対策本部を通して、受入先自治体の災
害廃棄物処理の進捗状況を把握する 2 2 2 2 2

×

リサイクル清掃課 応 課 二次仮置場への搬入調整
特別区災害廃棄物処理対策本部の選定した二次仮
置場を把握し、一次仮置場から二次仮置場への搬入
路の確保、車両の決定及び搬入調整を行う。

3 3

×

清掃事務所

清掃事務所 応 課 施設復旧作業
◆設備の安全点検を行い、詳細な被害状況を確認
する　◆作業場所、避難場所を重点的に復旧を行う

3 3 3 3 3 3

×

清掃事務所 早 課
災害を契機として発生する

問合せ業務

ごみの収集に関する問い合わせや、清掃工場等の
稼働状況、搬入可否、粗大ごみ業務の稼働状況等、
収集全般に対する問い合わせ対応を行う

3 3 3 3 3 8 8 8 8

×

清掃事務所 早 課
一般廃棄物処理業関連業

務

◆東京二十三区清掃一部事務組合及び清掃協議会
との連絡調整　◆一般廃棄物処理業許可業者への
立入検査、手数料入金処理等

2 2 2 2 2 2 2 2 2

×

清掃事務所 応 課
区民への情報提供の

検討・実施

車両の稼働状況や従事可能職員数、集積所や道路
状況で収集ルートなどが変更となった場合、区民へ
チラシや広報・ホームページ・町会・自治会経由で周
知する 3 3 3 3

×

清掃事務所 早 課
ごみ集積所の場所や収集
曜日、収集時間等の一時

的な変更

災害規模によっては避難所等に臨時集積所の設置
や情報の掲示を行う

12 12 12 12

×

清掃事務所 優 課
し尿収集運搬（バキューム

車使用）
◆汲み取り式便所を利用している世帯に対し、通常
作業と依頼があれば適時対応する

3 3 3 3

×

清掃事務所 優 課
し尿収集運搬（可燃ごみ扱

い）
避難所や一般家庭から排出される凝固剤等によって
固形化されたし尿を可燃ごみとして回収する。

56 56 56 56

×

清掃事務所 優 課 動物死体処理

◆処理業者により通常の回収や処理が出来るか状
況を確認する　◆区民が飼育する動物や、敷地内や
集積所で死亡した動物について、依頼があれば回収
し処理業者へ引き渡す 4 4 4 4 4 4

×

清掃事務所 優 課
粗大ごみ収集受託事業者

の状況確認（準備）
粗大ごみ収集受託事業者との連絡調整

2 2 2 2 2 2 2 2 2

×

清掃事務所 優 課 廃棄物収集運搬

清掃工場や中継所の稼動状況、稼動可能車両（雇
上含む）と従事可能職員数、集積所や道路状況等の
情報から策定した収集計画に基づき、早期に収集作
業を開始する 331 331 331 331

×
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清掃事務所 優 課 車両維持管理
◆車両の状態確認　◆使用可能車両台数の確認
◆作業計画と車両数の調整

1 1 1 1 1 1 1 1 1

×

清掃事務所 優 課
資源化受託事業者の状況

確認（準備）
資源化受託事業者との連絡調整

2 2 2 2 2 2 2 2 2

×

清掃事務所 優 課 粗大ごみ作業
◆収集業務委託　◆高齢者宅からの運びだし業務
◆手数料減免手続き業務　◆受託事業者との連絡
調整

10 10 10 10

×

清掃事務所 優 課 マニフェスト関連業務
◆一般廃棄物を継続的に清掃工場へ持込みする事
業者との連絡調整　◆マニフェスト番号の登録

2 2 2 2

×
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福祉部 

福祉管理課

福祉管理課 応 部
福祉避難所（第2順位避難

所）の安全確認
【災対福祉部】

福祉避難所51か所（区立施設：2、特養：22、老健：8、
養護：1、ケア:1、障害者施設：17）の安全確認を行
い、開設可能かを確認する

(7) (11) (11)

○

福祉管理課 応 部
福祉避難所開設の決定

【災対福祉部】
第1順位避難所や区内の被災状況を確認し、福祉避
難所の開設の判断

(12) (12) (12)

○

福祉管理課 優 課
民生委員関係事務

（民生委員の安否確認）
民生委員の安否を確認し、活動を支援する

2 2 2 2 2 2 2 2 2

×

福祉管理課 応 部
最優先となる避難行動要

支援者の安否確認
【災対福祉部】

最優先に支援が必要となる、平常時でも生命維持に
不可欠な医療、介護等のサービスを受けている高齢
者や障害者の安否確認

(8) (14) (14) (14) (14) (14) (14)

○

福祉管理課 応 部
福祉避難所の開設、運営

【災対福祉部】

福祉避難所の開設と運営（要配慮者で避難が必要な
区民の受入れ、行動障害のある障害者はできるだけ
障害者施設へ案内する）

(85) (142) (142) (142) (142) (142)

○

福祉管理課 応 部

最優先で対応すべき避難行
動要支援者への支援者（ホー
ムヘルパー等）の派遣準備

【災対福祉部】

最優先で安否確認が必要な者への支援者（ホームヘ
ルパー等）の派遣が可能な事業者の把握

(14) (14) (14) (14) (14) (14)

○

福祉管理課 応 部

最優先で対応すべき避難行
動要支援者への支援者（ホー

ムヘルパー等）の派遣
【災対福祉部】

最優先安否確認者への緊急支援（食事、飲料水、
ホームヘルパー等の提供）

(20) (20) (20) (20) (20)

○

福祉管理課 応 部
福祉避難所の運営状況の

確認と支援
【災対福祉部】

災害対策用ＩＰ無線等を使い、各福祉避難所の運営
状況を確認し、必要な支援を行う

(11) (11) (11) (11)

○

福祉管理課 応 部
災害ボランティアセンター

設置の要請
【災対福祉部】

災害対策本部において、災害ボランティアセンター設
置の決定を受け、社会福祉協議会に開設の要請を
行う

2 2

○

福祉管理課 応 部
災害ボランティアセンター

の開設、運営
【災対福祉部】

社会福祉協議会による災害ボランティアセンターの
開設、運営の支援

(5) (5) (5)

○

福祉管理課 応 部
サテライト型災害ボランティ

アセンターの開設、運営
【災対福祉部】

社会福祉協議会によるサテライト型災害ボランティア
センターの開設、運営の支援

(5) (5) (5)

○

福祉管理課 応 部
避難行動要支援者の相談

窓口の開設
【災対福祉部】

◆福祉ニーズの把握　◆具体的な支援やサービス提
供の手配　◆入所措置等への仲介

(3) (10) (10)

○

福祉管理課 応 部
避難行動要支援者の安否

確認
【災対福祉部】

常時、生命維持に不可欠な医療、介護等のサービス
を受けていない高齢者や障害者の安否確認

(2) (2) (2)

○

福祉管理課 応 部

避難行動要支援者への支
援者（ホームヘルパー等）

の派遣準備
【災対福祉部】

常時、生命維持に不可欠な医療、介護等のサービス
を受けていない高齢者や障害者への支援者（ホーム
ヘルパー等）の派遣が可能な事業者の把握

(2) (2) (2)

○

福祉管理課 応 部

避難行動要支援者への支
援者（ホームヘルパー等）

の派遣
【災対福祉部】

常時、生命維持に不可欠な医療、介護等のサービス
を受けていない高齢者や障害者への支援（ホームヘ
ルパー等の提供）

(2) (2) (2)

○

福祉管理課 応 課 災害弔慰金等の支給
災害弔慰金・災害障害見舞金支給制度の周知、申
請受付、支給手続き事務

18 18 18

福祉管理課 応 課 災害援護資金等の融資
災害援護資金、生活福祉資金等の制度の周知、申
請受付、貸付手続き事務

18 18 18

くらしのまるごと相談課 応 部
福祉避難所開設の決定

【災対福祉部】
第1順位避難所や区内の被災状況を確認し、福祉避
難所の開設の判断

(12) (12) (12)

○

くらしのまるごと相談課

3
h

課名
業務
区分

業務名 業務概要
1
h

業務
所管

1
m

所

属

外

職

員

参

加

可

否

6
h

1
2
h

2
4
h

7
2
h

1
w

2
w
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くらしのまるごと相談課 応 部
最優先となる避難行動要

支援者の安否確認
【災対福祉部】

最優先に支援が必要となる、平常時でも生命維持に
不可欠な医療、介護等のサービスを受けている高齢
者や障害者の安否確認

(8) (14) (14) (14) (14) (14) (14)

○

くらしのまるごと相談課 応 部
福祉避難所の開設、運営

【災対福祉部】

福祉避難所の開設と運営（要配慮者で避難が必要な
区民の受入れ、行動障害のある障害者はできるだけ
障害者施設へ案内する）

(85) (142) (142) (142) (142) (142)

○

くらしのまるごと相談課 応 部

最優先で対応すべき避難行
動要支援者への支援者（ホー
ムヘルパー等）の派遣準備

【災対福祉部】

最優先で安否確認が必要な者への支援者（ホームヘ
ルパー等）の派遣が可能な事業者の把握

(14) (14) (14) (14) (14) (14)

○

くらしのまるごと相談課 応 部

最優先で対応すべき避難行
動要支援者への支援者（ホー

ムヘルパー等）の派遣
【災対福祉部】

最優先安否確認者への緊急支援（食事、飲料水、
ホームヘルパー等の提供）

(20) (20) (20) (20) (20)

○

くらしのまるごと相談課 応 部
災害ボランティアセンター

の開設、運営
【災対福祉部】

社会福祉協議会による災害ボランティアセンターの
開設、運営の支援

(5) (5) (5)

○

くらしのまるごと相談課 応 部
サテライト型災害ボランティ

アセンターの開設、運営
【災対福祉部】

社会福祉協議会によるサテライト型災害ボランティア
センターの開設、運営の支援

(5) (5) (5)

○

くらしのまるごと相談課 応 部
避難行動要支援者の相談

窓口の開設
【災対福祉部】

◆福祉ニーズの把握　◆具体的な支援やサービス提
供の手配　◆入所措置等への仲介

(3) (10) (10)

○

くらしのまるごと相談課 応 部
避難行動要支援者の安否

確認
【災対福祉部】

常時、生命維持に不可欠な医療、介護等のサービス
を受けていない高齢者や障害者の安否確認

(2) (2) (2)

○

くらしのまるごと相談課 応 部

避難行動要支援者への支
援者（ホームヘルパー等）

の派遣準備
【災対福祉部】

常時、生命維持に不可欠な医療、介護等のサービス
を受けていない高齢者や障害者への支援者（ホーム
ヘルパー等）の派遣が可能な事業者の把握

(2) (2) (2)

○

くらしのまるごと相談課 応 部

避難行動要支援者への支
援者（ホームヘルパー等）

の派遣
【災対福祉部】

常時、生命維持に不可欠な医療、介護等のサービス
を受けていない高齢者や障害者への支援（ホームヘ
ルパー等の提供）

(2) (2) (2)

○

高齢者支援課

高齢者支援課 応 部
福祉避難所（第2順位避難

所）の安全確認
【災対福祉部】

福祉避難所51か所（区立施設：2、特養：22、老健：8、
養護：1、ケア:1、障害者施設：17）の安全確認を行
い、開設可能かを確認する

(7) (11) (11)

○

高齢者支援課 応 部
福祉避難所開設の決定

【災対福祉部】
第1順位避難所や区内の被災状況を確認し、福祉避
難所の開設の判断

(12) (12) (12)

○

高齢者支援課 応 部
最優先となる避難行動要

支援者の安否確認
【災対福祉部】

最優先に支援が必要となる、平常時でも生命維持に
不可欠な医療、介護等のサービスを受けている高齢
者や障害者の安否確認

(8) (14) (14) (14) (14) (14) (14)

○

高齢者支援課 応 部
福祉避難所の開設、運営

【災対福祉部】

福祉避難所の開設と運営（要配慮者で避難が必要な
区民の受入れ、行動障害のある障害者はできるだけ
障害者施設へ案内する）

(85) (142) (142) (142) (142) (142)

○

高齢者支援課 応 部

最優先で対応すべき避難行
動要支援者への支援者（ホー
ムヘルパー等）の派遣準備

【災対福祉部】

最優先で安否確認が必要な者への支援者（ホームヘ
ルパー等）の派遣が可能な事業者の把握

(14) (14) (14) (14) (14) (14)

○

高齢者支援課 応 課

協定に基づく在宅要支援者
の安全確保等に関する葛
飾区介護サービス事業者

協議会等との協働

◆介護サービス事業者の被災状況等報告　◆在宅
要支援者の被災状況等報告　◆見守り型緊急通報
システム、配食サービス等利用者の安否確認等を事
業者へ要請 （５） (５) （５） （５） （５） （５）

○

高齢者支援課 応 部

最優先で対応すべき避難行
動要支援者への支援者（ホー

ムヘルパー等）の派遣
【災対福祉部】

最優先安否確認者への緊急支援（食事、飲料水、
ホームヘルパー等の提供）

(20) (20) (20) (20) (20)

○

高齢者支援課 応 部
福祉避難所の運営状況の

確認と支援
【災対福祉部】

災害対策用ＩＰ無線等を使い、各福祉避難所の運営
状況を確認し、必要な支援を行う

(11) (11) (11) (11)

○
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高齢者支援課 応 部
災害ボランティアセンター

の開設、運営
【災対福祉部】

社会福祉協議会による災害ボランティアセンターの
開設、運営の支援

(5) (5) (5)

○

高齢者支援課 応 部
サテライト型災害ボランティ

アセンターの開設、運営
【災対福祉部】

社会福祉協議会によるサテライト型災害ボランティア
センターの開設、運営の支援

(5) (5) (5)

○

高齢者支援課 応 部
避難行動要支援者の相談

窓口の開設
【災対福祉部】

◆福祉ニーズの把握　◆具体的な支援やサービス提
供の手配　◆入所措置等への仲介

(3) (10) (10)

○

高齢者支援課 応 部
避難行動要支援者の安否

確認
【災対福祉部】

常時、生命維持に不可欠な医療、介護等のサービス
を受けていない高齢者や障害者の安否確認

(2) (2) (2)

○

高齢者支援課 応 部

避難行動要支援者への支
援者（ホームヘルパー等）

の派遣準備
【災対福祉部】

常時、生命維持に不可欠な医療、介護等のサービス
を受けていない高齢者や障害者への支援者（ホーム
ヘルパー等）の派遣が可能な事業者の把握

(2) (2) (2)

○

高齢者支援課 応 部

避難行動要支援者への支
援者（ホームヘルパー等）

の派遣
【災対福祉部】

常時、生命維持に不可欠な医療、介護等のサービス
を受けていない高齢者や障害者への支援（ホームヘ
ルパー等の提供）

(2) (2) (2)

○

障害福祉課

障害福祉課 応 部
福祉避難所（第2順位避難

所）の安全確認
【災対福祉部】

福祉避難所51か所（区立施設：2、特養：22、老健：8、
養護：1、ケア:1、障害者施設：17）の安全確認を行
い、開設可能かを確認する

(7) (11) (11)

○

障害福祉課 応 部
福祉避難所開設の決定

【災対福祉部】
第1順位避難所や区内の被災状況を確認し、福祉避
難所の開設の判断

(12) (12) (12)

○

障害福祉課 応 部
最優先となる避難行動要

支援者の安否確認
【災対福祉部】

最優先に支援が必要となる、平常時でも生命維持に
不可欠な医療、介護等のサービスを受けている高齢
者や障害者の安否確認

(8) (14) (14) (14) (14) (14) (14)

○

障害福祉課 応 部
福祉避難所の開設、運営

【災対福祉部】

福祉避難所の開設と運営（要配慮者で避難が必要な
区民の受入れ、行動障害のある障害者はできるだけ
障害者施設へ案内する）

(85) (142) (142) (142) (142) (142)

○

障害福祉課 優 課 手話相談

◆聴覚障害者及び音声言語機能障害者に対して手
話通訳者が福祉に関する相談及び受付を行う
◆他課からの依頼に基づき、手話通訳者を派遣し聴
覚障害者等の手続き等の支援を行う 3 3 3 3 3 3 3

○

障害福祉課 応 部

最優先で対応すべき避難行
動要支援者への支援者（ホー
ムヘルパー等）の派遣準備

【災対福祉部】

最優先で安否確認が必要な者への支援者（ホームヘ
ルパー等）の派遣が可能な事業者の把握

(14) (14) (14) (14) (14) (14)

○

障害福祉課 応 課

協定に基づく在宅要支援者
の安全確保等に関する葛
飾区介護サービス事業者

協議会等との協働

◆介護サービス事業者の被災状況等報告　◆在宅
要支援者の被災状況等報告　◆見守り型緊急通報
システム、配食サービス等利用者の安否確認等を事
業者へ要請 （５） （５） （５） （５） （５） （５）

○

障害福祉課 応 部

最優先で対応すべき避難行
動要支援者への支援者（ホー

ムヘルパー等）の派遣
【災対福祉部】

最優先安否確認者への緊急支援（食事、飲料水、
ホームヘルパー等の提供）

(20) (20) (20) (20) (20)

○

障害福祉課 応 部
福祉避難所の運営状況の

確認と支援
【災対福祉部】

災害対策用ＩＰ無線等を使い、各福祉避難所の運営
状況を確認し、必要な支援を行う

(11) (11) (11) (11)

○

障害福祉課 応 部
災害ボランティアセンター

の開設、運営
【災対福祉部】

社会福祉協議会による災害ボランティアセンターの
開設、運営の支援

(5) (5) (5)

○

障害福祉課 応 部
サテライト型災害ボランティ

アセンターの開設、運営
【災対福祉部】

社会福祉協議会によるサテライト型災害ボランティア
センターの開設、運営の支援

(5) (5) (5)

○

障害福祉課 応 部
避難行動要支援者の相談

窓口の開設
【災対福祉部】

◆福祉ニーズの把握　◆具体的な支援やサービス提
供の手配　◆入所措置等への仲介

(3) (10) (10)

○
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障害福祉課 応 部
避難行動要支援者の安否

確認
【災対福祉部】

常時、生命維持に不可欠な医療、介護等のサービス
を受けていない高齢者や障害者の安否確認

(2) (2) (2)

○

障害福祉課 応 部

避難行動要支援者への支
援者（ホームヘルパー等）

の派遣準備
【災対福祉部】

常時、生命維持に不可欠な医療、介護等のサービス
を受けていない高齢者や障害者への支援者（ホーム
ヘルパー等）の派遣が可能な事業者の把握

(2) (2) (2)

○

障害福祉課 応 部

避難行動要支援者への支
援者（ホームヘルパー等）

の派遣
【災対福祉部】

常時、生命維持に不可欠な医療、介護等のサービス
を受けていない高齢者や障害者への支援（ホームヘ
ルパー等の提供）

(2) (2) (2)

○

障害者施設課

障害者施設課 応 部
福祉避難所（第2順位避難

所）の安全確認
【災対福祉部】

福祉避難所51か所（区立施設：2、特養：22、老健：8、
養護：1、ケア:1、障害者施設：17）の安全確認を行
い、開設可能かを確認する

(7) (11) (11)

○

障害者施設課 優 課
災害ＨＰでの情報発信

メール配信
緊急時のお知らせをメール配信システム等を使用
し、保護者に伝える

1 1 1 1 1 1 1 1 1

×

障害者施設課 応 部
福祉避難所開設の決定

【災対福祉部】
第1順位避難所や区内の被災状況を確認し、福祉避
難所の開設の判断

(12) (12) (12)

○

障害者施設課 応 部
最優先となる避難行動要

支援者の安否確認
【災対福祉部】

最優先に支援が必要となる、平常時でも生命維持に
不可欠な医療、介護等のサービスを受けている高齢
者や障害者の安否確認

(8) (14) (14) (14) (14) (14) (14)

○

障害者施設課 応 部
福祉避難所の開設、運営

【災対福祉部】

福祉避難所の開設と運営（要配慮者で避難が必要な
区民の受入れ、行動障害のある障害者はできるだけ
障害者施設へ案内する）

(85) (142) (142) (142) (142) (142)

○

障害者施設課 応 部

最優先で対応すべき避難行
動要支援者への支援者（ホー
ムヘルパー等）の派遣準備

【災対福祉部】

最優先で安否確認が必要な者への支援者（ホームヘ
ルパー等）の派遣が可能な事業者の把握

(14) (14) (14) (14) (14) (14)

○

障害者施設課 応 部

最優先で対応すべき避難行
動要支援者への支援者（ホー

ムヘルパー等）の派遣
【災対福祉部】

最優先安否確認者への緊急支援（食事、飲料水、
ホームヘルパー等の提供）

(20) (20) (20) (20) (20)

○

障害者施設課 応 部
福祉避難所の運営状況の

確認と支援
【災対福祉部】

災害対策用ＩＰ無線等を使い、各福祉避難所の運営
状況を確認し、必要な支援を行う

(11) (11) (11) (11)

○

障害者施設課 応 部
災害ボランティアセンター

の開設、運営
【災対福祉部】

社会福祉協議会による災害ボランティアセンターの
開設、運営の支援

(5) (5) (5)

○

障害者施設課 応 部
サテライト型災害ボランティ

アセンターの開設、運営
【災対福祉部】

社会福祉協議会によるサテライト型災害ボランティア
センターの開設、運営の支援

(5) (5) (5)

○

障害者施設課 応 部
避難行動要支援者の相談

窓口の開設
【災対福祉部】

◆福祉ニーズの把握　◆具体的な支援やサービス提
供の手配　◆入所措置等への仲介

(3) (10) (10)

○

障害者施設課 応 部
避難行動要支援者の安否

確認
【災対福祉部】

常時、生命維持に不可欠な医療、介護等のサービス
を受けていない高齢者や障害者の安否確認

(2) (2) (2)

○

障害者施設課 応 部

避難行動要支援者への支
援者（ホームヘルパー等）

の派遣準備
【災対福祉部】

常時、生命維持に不可欠な医療、介護等のサービス
を受けていない高齢者や障害者への支援者（ホーム
ヘルパー等）の派遣が可能な事業者の把握

(2) (2) (2)

○

障害者施設課 応 部

避難行動要支援者への支
援者（ホームヘルパー等）

の派遣
【災対福祉部】

常時、生命維持に不可欠な医療、介護等のサービス
を受けていない高齢者や障害者への支援（ホームヘ
ルパー等の提供）

(2) (2) (2)

○

国保年金課

国保年金課 応 部
福祉避難所開設の決定

【災対福祉部】
第1順位避難所や区内の被災状況を確認し、福祉避
難所の開設の判断

(12) (12) (12)

○
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国保年金課 応 部
最優先となる避難行動要

支援者の安否確認
【災対福祉部】

最優先に支援が必要となる、平常時でも生命維持に
不可欠な医療、介護等のサービスを受けている高齢
者や障害者の安否確認

(8) (14) (14) (14) (14) (14) (14)

○

国保年金課 応 部
福祉避難所の開設、運営

【災対福祉部】

福祉避難所の開設と運営（要配慮者で避難が必要な
区民の受入れ、行動障害のある障害者はできるだけ
障害者施設へ案内する）

(85) (142) (142) (142) (142) (142)

○

国保年金課 応 部

最優先で対応すべき避難行
動要支援者への支援者（ホー
ムヘルパー等）の派遣準備

【災対福祉部】

最優先で安否確認が必要な者への支援者（ホームヘ
ルパー等）の派遣が可能な事業者の把握

(14) (14) (14) (14) (14) (14)

○

国保年金課 応 部

最優先で対応すべき避難行
動要支援者への支援者（ホー

ムヘルパー等）の派遣
【災対福祉部】

最優先安否確認者への緊急支援（食事、飲料水、
ホームヘルパー等の提供）

(20) (20) (20) (20) (20)

○

国保年金課 応 部
福祉避難所の運営状況の

確認と支援
【災対福祉部】

災害対策用ＩＰ無線等を使い、各福祉避難所の運営
状況を確認し、必要な支援を行う

(11) (11) (11) (11)

○

国保年金課 応 部
災害ボランティアセンター

の開設、運営
【災対福祉部】

社会福祉協議会による災害ボランティアセンターの
開設、運営の支援

(5) (5) (5)

○

国保年金課 応 部
サテライト型災害ボランティ

アセンターの開設、運営
【災対福祉部】

社会福祉協議会によるサテライト型災害ボランティア
センターの開設、運営の支援

(5) (5) (5)

○

国保年金課 応 部
避難行動要支援者の相談

窓口の開設
【災対福祉部】

◆福祉ニーズの把握　◆具体的な支援やサービス提
供の手配　◆入所措置等への仲介

(3) (10) (10)

○

国保年金課 応 部
避難行動要支援者の安否

確認
【災対福祉部】

常時、生命維持に不可欠な医療、介護等のサービス
を受けていない高齢者や障害者の安否確認

(2) (2) (2)

○

国保年金課 応 部

避難行動要支援者への支
援者（ホームヘルパー等）

の派遣準備
【災対福祉部】

常時、生命維持に不可欠な医療、介護等のサービス
を受けていない高齢者や障害者への支援者（ホーム
ヘルパー等）の派遣が可能な事業者の把握

(2) (2) (2)

○

国保年金課 応 部

避難行動要支援者への支
援者（ホームヘルパー等）

の派遣
【災対福祉部】

常時、生命維持に不可欠な医療、介護等のサービス
を受けていない高齢者や障害者への支援（ホームヘ
ルパー等の提供）

(2) (2) (2)

○

介護保険課

介護保険課 応 部
福祉避難所（第2順位避難

所）の安全確認
【災対福祉部】

福祉避難所51か所（区立施設：2、特養：22、老健：8、
養護：1、ケア:1、障害者施設：17）の安全確認を行
い、開設可能かを確認する

(7) (11) (11)

○

介護保険課 応 部
福祉避難所開設の決定

【災対福祉部】
第1順位避難所や区内の被災状況を確認し、福祉避
難所の開設の判断

(12) (12) (12)

○

介護保険課 応 部
最優先となる避難行動要

支援者の安否確認
【災対福祉部】

最優先に支援が必要となる、平常時でも生命維持に
不可欠な医療、介護等のサービスを受けている高齢
者や障害者の安否確認

(8) (14) (14) (14) (14) (14) (14)

○

介護保険課 応 部
福祉避難所の開設、運営

【災対福祉部】

福祉避難所の開設と運営（要配慮者で避難が必要な
区民の受入れ、行動障害のある障害者はできるだけ
障害者施設へ案内する）

(85) (142) (142) (142) (142) (142)

○

介護保険課 応 部

最優先で対応すべき避難行
動要支援者への支援者（ホー
ムヘルパー等）の派遣準備

【災対福祉部】

最優先で安否確認が必要な者への支援者（ホームヘ
ルパー等）の派遣が可能な事業者の把握

(14) (14) (14) (14) (14) (14)

○

介護保険課 応 課

協定に基づく在宅要支援者
の安全確保等に関する葛
飾区介護サービス事業者

協議会等との協働

◆介護サービス事業者の被災状況等報告　◆在宅
要支援者の被災状況等報告　◆見守り型緊急通報
システム、配食サービス等利用者の安否確認等を事
業者へ要請 （５） （５） （５） （５） （５） （５）

○

介護保険課 応 部

最優先で対応すべき避難行
動要支援者への支援者（ホー

ムヘルパー等）の派遣
【災対福祉部】

最優先安否確認者への緊急支援（食事、飲料水、
ホームヘルパー等の提供）

(20) (20) (20) (20) (20)

○

28



福祉部 

3
h

課名
業務
区分

業務名 業務概要
1
h

業務
所管

1
m

所

属

外

職

員

参

加

可

否

6
h

1
2
h

2
4
h

7
2
h

1
w

2
w

介護保険課 応 部
福祉避難所の運営状況の

確認と支援
【災対福祉部】

災害対策用ＩＰ無線等を使い、各福祉避難所の運営
状況を確認し、必要な支援を行う

(11) (11) (11) (11)

○

介護保険課 応 部
災害ボランティアセンター

の開設、運営
【災対福祉部】

社会福祉協議会による災害ボランティアセンターの
開設、運営の支援

(5) (5) (5)

○

介護保険課 応 部
サテライト型災害ボランティ

アセンターの開設、運営
【災対福祉部】

社会福祉協議会によるサテライト型災害ボランティア
センターの開設、運営の支援

(5) (5) (5)

○

介護保険課 応 部
避難行動要支援者の相談

窓口の開設
【災対福祉部】

◆福祉ニーズの把握　◆具体的な支援やサービス提
供の手配　◆入所措置等への仲介

(3) (10) (10)

○

介護保険課 応 部
避難行動要支援者の安否

確認
【災対福祉部】

常時、生命維持に不可欠な医療、介護等のサービス
を受けていない高齢者や障害者の安否確認

(2) (2) (2)

○

介護保険課 応 部

避難行動要支援者への支
援者（ホームヘルパー等）

の派遣準備
【災対福祉部】

常時、生命維持に不可欠な医療、介護等のサービス
を受けていない高齢者や障害者への支援者（ホーム
ヘルパー等）の派遣が可能な事業者の把握

(2) (2) (2)

○

介護保険課 応 部

避難行動要支援者への支
援者（ホームヘルパー等）

の派遣
【災対福祉部】

常時、生命維持に不可欠な医療、介護等のサービス
を受けていない高齢者や障害者への支援（ホームヘ
ルパー等の提供）

(2) (2) (2)

○

西生活課

西生活課 応 部
福祉避難所開設の決定

【災対福祉部】
第1順位避難所や区内の被災状況を確認し、福祉避
難所の開設の判断

(12) (12) (12)

○

西生活課 応 部
最優先となる避難行動要

支援者の安否確認
【災対福祉部】

最優先に支援が必要となる、平常時でも生命維持に
不可欠な医療、介護等のサービスを受けている高齢
者や障害者の安否確認

(8) (14) (14) (14) (14) (14) (14)

○

西生活課 応 部
福祉避難所の開設、運営

【災対福祉部】

福祉避難所の開設と運営（要配慮者で避難が必要な
区民の受入れ、行動障害のある障害者はできるだけ
障害者施設へ案内する）

(85) (142) (142) (142) (142) (142)

○

西生活課 応 部

最優先で対応すべき避難行
動要支援者への支援者（ホー
ムヘルパー等）の派遣準備

【災対福祉部】

最優先で安否確認が必要な者への支援者（ホームヘ
ルパー等）の派遣が可能な事業者の把握

(14) (14) (14) (14) (14) (14)

○

西生活課 応 部

最優先で対応すべき避難行
動要支援者への支援者（ホー

ムヘルパー等）の派遣
【災対福祉部】

最優先安否確認者への緊急支援（食事、飲料水、
ホームヘルパー等の提供）

(20) (20) (20) (20) (20)

○

西生活課 応 部
福祉避難所の運営状況の

確認と支援
【災対福祉部】

災害対策用ＩＰ無線等を使い、各福祉避難所の運営
状況を確認し、必要な支援を行う

(11) (11) (11) (11)

○

西生活課 応 部
災害ボランティアセンター

の開設、運営
【災対福祉部】

社会福祉協議会による災害ボランティアセンターの
開設、運営の支援

(5) (5) (5)

○

西生活課 応 部
サテライト型災害ボランティ

アセンターの開設、運営
【災対福祉部】

社会福祉協議会によるサテライト型災害ボランティア
センターの開設、運営の支援

(5) (5) (5)

○

西生活課 応 部
避難行動要支援者の相談

窓口の開設
【災対福祉部】

◆福祉ニーズの把握　◆具体的な支援やサービス提
供の手配　◆入所措置等への仲介

(3) (10) (10)

○

西生活課 応 部
避難行動要支援者の安否

確認
【災対福祉部】

常時、生命維持に不可欠な医療、介護等のサービス
を受けていない高齢者や障害者の安否確認

(2) (2) (2)

○

西生活課 応 部

避難行動要支援者への支
援者（ホームヘルパー等）

の派遣準備
【災対福祉部】

常時、生命維持に不可欠な医療、介護等のサービス
を受けていない高齢者や障害者への支援者（ホーム
ヘルパー等）の派遣が可能な事業者の把握

(2) (2) (2)

○
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業務
区分

業務名 業務概要
1
h

業務
所管

1
m

所

属

外

職

員

参

加

可

否

6
h

1
2
h

2
4
h

7
2
h

1
w

2
w

西生活課 応 部

避難行動要支援者への支
援者（ホームヘルパー等）

の派遣
【災対福祉部】

常時、生命維持に不可欠な医療、介護等のサービス
を受けていない高齢者や障害者への支援（ホームヘ
ルパー等の提供）

(2) (2) (2)

○

東生活課

東生活課 応 部
福祉避難所開設の決定

【災対福祉部】
第1順位避難所や区内の被災状況を確認し、福祉避
難所の開設の判断

(12) (12) (12)

○

東生活課 応 部
最優先となる避難行動要

支援者の安否確認
【災対福祉部】

最優先に支援が必要となる、平常時でも生命維持に
不可欠な医療、介護等のサービスを受けている高齢
者や障害者の安否確認

(8) (14) (14) (14) (14) (14) (14)

○

東生活課 応 部
福祉避難所の開設、運営

【災対福祉部】

福祉避難所の開設と運営（要配慮者で避難が必要な
区民の受入れ、行動障害のある障害者はできるだけ
障害者施設へ案内する）

(85) (142) (142) (142) (142) (142)

○

東生活課 優 課

災害を契機として発生する
中国残留邦人等に対する

相談等業務（中国語対応を
含む）

災害発生時の生活上の諸問題に関する相談及び問
い合わせ等業務

3 3 3 3 3 3 3

×

東生活課 応 部

最優先で対応すべき避難行
動要支援者への支援者（ホー
ムヘルパー等）の派遣準備

【災対福祉部】

最優先で安否確認が必要な者への支援者（ホームヘ
ルパー等）の派遣が可能な事業者の把握

(14) (14) (14) (14) (14) (14)

○

東生活課 応 部

最優先で対応すべき避難行
動要支援者への支援者（ホー

ムヘルパー等）の派遣
【災対福祉部】

最優先安否確認者への緊急支援（食事、飲料水、
ホームヘルパー等の提供）

(20) (20) (20) (20) (20)

○

東生活課 応 部
福祉避難所の運営状況の

確認と支援
【災対福祉部】

災害対策用ＩＰ無線等を使い、各福祉避難所の運営
状況を確認し、必要な支援を行う

(11) (11) (11) (11)

○

東生活課 応 部
災害ボランティアセンター

の開設、運営
【災対福祉部】

社会福祉協議会による災害ボランティアセンターの
開設、運営の支援

(5) (5) (5)

○

東生活課 応 部
サテライト型災害ボランティ

アセンターの開設、運営
【災対福祉部】

社会福祉協議会によるサテライト型災害ボランティア
センターの開設、運営の支援

(5) (5) (5)

○

東生活課 応 部
避難行動要支援者の相談

窓口の開設
【災対福祉部】

◆福祉ニーズの把握　◆具体的な支援やサービス提
供の手配　◆入所措置等への仲介

(3) (10) (10)

○

東生活課 応 部
避難行動要支援者の安否

確認
【災対福祉部】

常時、生命維持に不可欠な医療、介護等のサービス
を受けていない高齢者や障害者の安否確認

(2) (2) (2)

○

東生活課 応 部

避難行動要支援者への支
援者（ホームヘルパー等）

の派遣準備
【災対福祉部】

常時、生命維持に不可欠な医療、介護等のサービス
を受けていない高齢者や障害者への支援者（ホーム
ヘルパー等）の派遣が可能な事業者の把握

(2) (2) (2)

○
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健康部

地域保健課

地域保健課 応 部 物資等輸送体制の確保
医薬品等の物資、また必要に応じて職員や傷病者を
車を使用して輸送する

(4) (4) (4) (8) (8) (8) (8)

○

地域保健課 応 部 情報連絡体制の確保
◆緊急医療救護所、医師会等関係機関、災害拠点
病院等医療機関との通信業務を行う　◆避難所等救
護所との通信業務を行う

（2） （4） （10） （10） （10） （10） （４） （４） （４）

○

地域保健課 応 部 緊急医療救護所の運営 緊急医療救護所の設置運営を行う

(8) (24) (40) (56) (72) (72)

○

地域保健課 応 課
 応援医療救護班等の総合

調整
応援医療救護班、自治体公衆衛生医師・保健師・獣
医師等の受け入れ後、配置先等の調整

1 1 2 2 1 1 1

○

地域保健課 応 部
避難所等救護所の設置運

営
緊急医療救護所閉鎖後、必要に応じて避難所等救
護所を開設

6 6 6

○

地域保健課 応 部
避難所等救護所の設置運
営（健康管理・歯科衛生活

動）

緊急医療救護所閉鎖後、必要に応じて開設された避
難所等救護所を支援する

(36) (36) (36)

○

生活衛生課

生活衛生課 応 部 緊急医療救護所の運営 緊急医療救護所の設置運営を行う

(8) (24) (40) (56) (72) (72)

○

生活衛生課 応 部 情報連絡体制の確保
◆緊急医療救護所、医師会等関係機関、災害拠点
病院等医療機関との通信業務を行う　◆避難所等救
護所との通信業務を行う

（2） （4） （10） （10） （10） （10） （４） （４） （４）

○

生活衛生課 応 部 災害薬事センターの運営
医療資器材の調達捕給及び受け入れ調整、医療及
び助産物資の確保及び分配

1 3 3 3 3 3

○

生活衛生課 応 課 毒物・劇物取扱施設の指導
毒物・劇物取扱事業者に対して、毒物・劇物の飛散
防止等の応急措置、毒物・劇物が飛散・漏えいした
場合の中和作業等を指示する

1 1 1 1 1 2 2 2 2

○

生活衛生課 応 課
負傷動物対策
逸走動物対策

◆獣医師会及び都動物救護本部との連絡調整　◆
区内動物病院の開設確認及び公表　◆一時保護施
設の設置及び運営　◆負傷動物に関する調整

2 2 2 12 12 12

○

生活衛生課 応 課
避難所の飼育動物同行避

難対策
◆同行避難してきたペットに関する助言

1 1 1 11 11 11

○

生活衛生課 応 課 被災地・避難所の衛生管理
◆感染症対策のため、被災地・避難所の消毒方法や
ネズミ・衛生害虫駆除等についての助言

1 1 2 2 10 10 10

○

生活衛生課 応 課 飲料水等の安全衛生管理 飲料水の消毒方法についての助言を行う

2 2 4 4 4 4 4

○

生活衛生課 応 課 避難所等の食品衛生管理
◆避難所の衛生設備や食品取扱状況の確認と指導
◆大量調理施設、給食施設等の状況確認と巡回指
導　◆食中毒発生時の対応

1 1 2 2 20 20 20

○

生活衛生課 優 課
仮設の薬局等の開設手続

き事務

震災時に仮設の薬局等の店舗を開設しようとする者
から、仮設店舗等設置報告書を受け、要件を満たし
ているか審査する

4 4 4

×

生活衛生課 優 課
避難者用食料製造施設の

巡回指導業務
避難所や避難者向けの食品を製造している施設に
対する衛生指導及び現場簡易検査の実施

6 6 8

×

生活衛生課 優 課
公衆浴場の早期営業再開
施設への巡回指導業務

公衆浴場の早期営業再開施設に対する衛生指導

2 2 2

×
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健康部
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生活衛生課 優 課
早期営業再開店舗等への

巡回指導業務
早期に営業を再開する店舗、仮設店舗、臨時販売
所、移動営業自動車等に対する衛生指導

8 8

×

健康推進課

健康推進課 応 部 情報連絡体制の確保
◆緊急医療救護所、医師会等関係機関、災害拠点
病院等医療機関との通信業務を行う　◆避難所等救
護所との通信業務を行う

（2） （4） （10） （10） （10） （10） （４） （４） （４）

○

健康推進課 応 部 緊急医療救護所の運営 緊急医療救護所の設置運営を行う

(8) (24) (40) (56) (72) (72)

○

健康推進課 応 課  応援医療救護班等の調整
応援医療救護班、自治体公衆衛生医師・保健師・獣
医師等の派遣要請及び受け入れ調整

2 4 6 7 3 3 3

○

健康推進課 応 課 医療救護所（歯科）運営 医療救護所（歯科）の開設運営

2 2 4 4

○

健康推進課 応 課
避難所等の健康管理（栄

養）
避難住民の栄養に関する健康調査、指導、相談及び
慢性疾患患者等への支援

1 1 （8）  (8) (8)

○

健康推進課 応 部
避難所等救護所の設置運
営（健康管理・歯科衛生活

動）

緊急医療救護所閉鎖後、必要に応じて開設された避
難所等救護所を支援する

（36） (36) (36)

○

保健予防課

保健予防課 応 部 緊急医療救護所の調整
緊急医療救護所の開設状況に応じた職員の配置等
調整を行う

(2) (3) (3) (5) (7) (7)

○

保健予防課 応 部 緊急医療救護所の運営 緊急医療救護所の設置運営を行う

(8) (24) (40) (56) (72) (72)

○

保健予防課 応 部 情報連絡体制の確保
◆緊急医療救護所、医師会等関係機関、災害拠点
病院等医療機関との通信業務を行う　◆避難所等救
護所との通信業務を行う

（2） （4） （10） （10） （10） （10） （４） （４） （４）

○

保健予防課 応 課
医療依存度の高い在宅療

養者の対応
人工呼吸器等医療等医療機器を使用して在宅で療
養している方の安否確認

(2) (5) (5) (5) (5) (5)

○

保健予防課 応 部
避難所等の健康管理・感染

症予防

◆避難住民の健康調査、指導、相談（メンタルヘルス
を含む）及び慢性疾患患者等への支援　◆感染症の
発生及びまん延防止

(2) (2) (2) (2) (6) (6) (6)

○

保健予防課 優 課

警察官からの精神障害の
ため自傷他害のおそれが
ある者に関する通報（23条

通報）

◆精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を
及ぼすおそれがあると認められる者に関する通報を
区内警察から受け、東京都に報告　◆都知事は、措
置診察の要否、措置入院の要否を決定する 1 1 1 1 1 1 1

○

保健予防課 優 課 感染症予防対策
◆感染症の発生に伴い、患者の治療及び感染症の
拡大を防止する　◆発生届の受理、入院勧告、疫学
調査、診査会、決定、接触者健診

1 2 2 2 3 3 3

○

保健予防課 優 課
区長同意による医療保護

入院

精神保健指定医の診察の結果、入院が必要であり、
本人の同意が得られず、保護者がいない場合、病院
より区長同意の依頼を受け、概況調査を行い、区長
同意の依頼書の提出を受ける 1 1 1 1 1 1

○

保健予防課 優 課 メールボックス等管理 関係機関からのメールを各担当に振り分ける

1 1 1 1 1 1

○

保健予防課 優 課
１類・２類感染症患者の入

院勧告

感染症法に基づき、１類・２類感染症（結核を含む）患
者に対して、患者の医療の確保と感染拡大防止のた
めに強制力と患者の人権保障制度を伴った入院勧
告を行う 1 2 2 3

○

保健予防課 応 課 感染症予防業務
◆結核患者の把握と治療の継続　◆避難所等での
集団生活の中で、蔓延の可能性の高い感染性疾患
の患者把握と感染拡大防止

2 2

○
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保健予防課 応 課
震災地域における感染症

防止対策

◆震災時に遺体・動物の死骸などを原因とする害虫
や感染症の発生を予防するための害虫駆除・消毒の
準備　◆感染症発生時には、通常の感染症発生時
の対応に準じ対応する 2 3

○

保健予防課 優 課
感染症予防対策（結核審査

会・感染症診査会）

結核等の１類・２類感染症の患者が発生した場合、
感染症法に基づき、感染拡大防止と、患者が適切な
医療を受けることができるよう診査を行う

1 1 1

○

保健予防課 優 課
結核患者の

治療向上事業

結核患者が治療を中断することなく、必要な期間適
正な医療を受けることができるようにするとともに、治
療中断者などのハイリスク者に、適切な保健指導を
実施することにより治療を継続する 1 1 2

○

保健予防課 優 課
結核検診

（結核予防事業）

結核を早期発見し、結核患者を早期に治療につなげ
るために、結核患者に接触した方、結核治療が治癒
し経過観察している方を対象に健診を実施する

1 1 1

○

保健予防課 優 課 予防接種事業

◆避難所等での集団生活の中で必要になった場合、
緊急予防接種を実施する　◆結核予防のBCG接種
をした乳児のうち、コッホ現象出現時に対応すること
で、結核患者の早期発見と治療を行う 1 1 1

○

青戸保健センター

青戸保健センター 応 課 保健センターの閉鎖 新小岩保健センターの閉鎖を行う

1 2 2

○

青戸保健センター 応 部 緊急医療救護所の運営 緊急医療救護所の設置運営を行う

(8) (24) (40) (56) (72) (72)

○

青戸保健センター 応 部 情報連絡体制の確保
◆緊急医療救護所、医師会等関係機関、災害拠点
病院等医療機関との通信業務を行う　◆避難所等救
護所との通信業務を行う

（2） （4） （10） （10） （10） （10） （４） （４） （４）

○

青戸保健センター 応 部
避難所等の健康管理・感染

症予防

◆避難住民の健康調査、指導、相談（メンタルヘルス
を含む）及び慢性疾患患者等への支援　◆感染症の
発生及びまん延防止

(2) (2) (2) (2) (6) (6) (6)

○

青戸保健センター 応 課
医療依存度の高い在宅療

養者の対応
人工呼吸器等医療等医療機器を使用して在宅で療
養している方の安否確認

(2) (5) (5) (5) (5) (5)

○

青戸保健センター 優 課 難病訪問看護

難病患者の方とその介護者を対象に家庭訪問し、看
護方法やリハビリ、栄養摂取や口腔衛生について看
護及び指導を行い、心身の機能低下を防止し、健康
の保持増進を図る 10 10 10 10

○

青戸保健センター 応 部
避難所等救護所の設置運
営（健康管理・歯科衛生活

動）

緊急医療救護所閉鎖後、必要に応じて開設された避
難所等救護所を支援する

(36) (36) (36)

○

青戸保健センター 優 課 精神保健相談

◆精神科医師及び保健師がこころの問題等で困って
いる方を訪問し、本人等に医療機関への受診及び医
療の継続等の相談・援助を行う　◆精神障害者が社
会生活に適応するための生活の相談等を行う

15 15 15

○

青戸保健センター 優 課
健康相談（面接や家庭訪問

による保健指導）

◆母子、成人、精神、難病等の区民に対し、必要に
応じて面接や家庭を訪問し、本人や家庭の状況を把
握のうえ、生活習慣病予防等の生活指導･助言等を
行う　◆必要時関係機関との連絡調整を行う 17 17 17

○

青戸保健センター 早 課 保健センターの再開 新小岩保健センターの再開業務を行う

2 2 2

○

金町保健センター

金町保健センター 応 課 保健センターの閉鎖 金町及び水元保健センターの閉鎖を行う

1 2 2

○

金町保健センター 応 部 緊急医療救護所の運営 緊急医療救護所の設置運営を行う

(8) (24) (40) (56) (72) (72)

○

金町保健センター 応 部 情報連絡体制の確保
◆緊急医療救護所、医師会等関係機関、災害拠点
病院等医療機関との通信業務を行う　◆避難所等救
護所との通信業務を行う

（2） （4） （10） （10） （10） （10） （４） （４） （４）

○

33



健康部

1
m

所

属

外

職

員

参

加

可

否

2
w

課名
業務
区分

業務名 業務概要
1
h

3
h

6
h

1
2
h

2
4
h

7
2
h

1
w

業務
所管

金町保健センター 応 部
避難所等の健康管理・感染

症予防

◆避難住民の健康調査、指導、相談（メンタルヘルス
を含む）及び慢性疾患患者等への支援　◆感染症の
発生及びまん延防止

(2) (2) (2) (2) (6) (6) (6)

○

金町保健センター 応 課
医療依存度の高い在宅療

養者の対応
人工呼吸器等医療等医療機器を使用して在宅で療
養している方の安否確認

(2) (5) (5) (5) (5) (5)

○

金町保健センター 優 課 難病訪問看護

難病患者の方とその介護者を対象に家庭訪問し、看
護方法やリハビリ、栄養摂取や口腔衛生について看
護及び指導を行い、心身の機能低下を防止し、健康
の保持増進を図る 10 10 10 10

○

金町保健センター 応 部
避難所等救護所の設置運
営（健康管理・歯科衛生活

動）

緊急医療救護所閉鎖後、必要に応じて開設された避
難所等救護所を支援する

(36) (36) (36)

○

金町保健センター 優 課 精神保健相談

◆精神科医師及び保健師がこころの問題等で困って
いる方を訪問し、本人等に医療機関への受診及び医
療の継続等の相談・援助を行う　◆精神障害者が社
会生活に適応するための生活の相談等を行う 15 15 15

○

金町保健センター 優 課
健康相談（面接や家庭訪問

による保健指導）

◆母子、成人、精神、難病等の区民に対し、必要に
応じて面接や家庭を訪問し、本人や家庭の状況を把
握のうえ、生活習慣病予防等の生活指導･助言等を
行う　◆必要時関係機関との連絡調整を行う 17 17 17

○

金町保健センター 早 課 保健センターの再開 金町及び水元保健センターの再開業務を行う

2 2 2

○
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子育て支援部
子育て政策課

子育て政策課 応 課
子ども未来プラザ・児童
館・学童保育クラブ利用

者の安全確保

子ども未来プラザ・児童館・学童保育
クラブ利用者の安全確保・避難誘導を
図る

57 57

○

子育て政策課 早 課
子ども未来プラザ・児童

館の応急復旧
子ども未来プラザ・児童館の建物、設
備等の状況把握及び応急対応

29 29 29 29 29 29 29 29 29

○

子育て政策課 応 課
学童保育クラブの引き
取り困難児童の対応

学童保育クラブの児童の安全を確保
し、保護者へ引き渡す

20 20 20

○

子育て政策課 応 課
災害復旧活動従事者の

子ども等の学童保育

ライフラインの復旧作業に従事する等
の理由により保育できない状態となっ
た保護者の子どもを優先的とした学童
保育の提供 40 40 40

○

子育て政策課 応 部
避難所運営（妊産婦乳
児避難所/子ども未来プ
ラザ及び基幹児童館）

妊産婦乳児避難所の開設及び運営

9 9 37 37 37 37

○

子育て政策課 応 部
避難所運営（地域児童

館）
第３順位避難所の開設

20 20 40 40 40 40

○

子育て政策課 優 部
子ども未来プラザ・児童
館・学童保育クラブ再開

に必要な業務

♦児童館長会　♦スポーツ振興センター
事務　♦

5 5 5

×

子育て応援課

子育て応援課 優 課
ひとり親家庭に関する

相談業務
支援を必要としているひとり親家庭か
らの相談を受け、支援を行う

8 8

×

子育て応援課 優 課
各種手当・助成等に関

する業務

◆児童育成手当・児童扶養手当・児童
手当等支給事業　◆ひとり親家庭等医
療費・子ども医療費助成事業

10 10

○

子育て応援課 優 部
第３順位避難所開設・運

営の支援

子育て政策課及び保育課が子ども未
来プラザ・児童館・保育園等第３順位
避難所の開設・運営するにあたり、要
請があった場合は支援する 3 3 3 3 3 3

○

子育て応援課 応 課
母子生活支援施設入居

者の安全確保
母子生活支援施設と連携し、入所者
の安全確保・避難誘導を図る

2 2 2 2

○

子育て応援課 応 課
母子生活支援施設使用

困難時の住居確保
母子生活支援施設入所者の住居（一
時避難先）の確保を行う

2 2 2 2

○

子育て応援課 早 課
母子生活支援施設の再

開支援
母子生活支援施設の建物、設備等の
状況把握及び応急対応

2 2 2 2 2 2 2 2 2

○

子育て施設支援課

子育て施設支援課 応 課 園児の保護状況の把握
私立保育園・私立幼稚園の園児の保
護状況及び引き取りが見込めない園
児の状況把握

6 6 6 6

○

子育て施設支援課 応 課 一時預かり実施の調整
保護者が引き取りに来られない場合
の一時的預かり実施の調整

10 10 10 10

×

子育て施設支援課 応 課
私立保育園・私立幼稚

園の再開

私立保育園・私立幼稚園施設の再開
に向けて、適切な運営ができるよう連
絡・調整を行う

4 4 5 5 5

○
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保育課

保育課 応 課 保育園児の安全確保 保育園児の安全確保を図る

320 320

○

保育課 早 課 保育園の応急復旧
保育園の建物、設備等の状況把握及
び応急対応

74 74 74 74 74 74 74 74 74

○

保育課 応 課
引き取り困難園児の対

応
保育園児の安全を確保し、保護者へ
引き渡す

398 398 398

○

保育課 応 部 避難所運営（保育園） 第３順位避難所の開設

64 64 64 64 64 64

○

保育課 応 課
災害復旧活動従事者の

子ども等の保育

ライフラインの復旧作業に従事する等
の理由により保育できない状態となっ
た保護者の子どもを優先的とした保育
の提供 398 398 398

○

保育課 優 課
保育園再開に必要な業

務

◆園長会運営　◆賄事務　◆スポーツ
振興センター事務（事故報告書事務含
む）　◆細菌検査実施事務

7 7 7

×

保育課 応 課 保育料の減免
被災児童の保育料の減免を実施す
る。

7 7

×
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児童相談部

児童相談課

児童相談課 応 課
児童相談所の災害対策

の統括

◆児童相談所災害対策活動の統括　◆緊
急一時保護の判断・決定　◆避難行動の
判断・指示　◆災害対策本部や関係機関と
の連携・応援要請等 5 5 5 5 5 5 5 5 5

×

児童相談課 応 課 情報収集・事務

◆災害情報の収集・共有　◆来所者、一時
保護児童等の安否情報の集約　◆所内の
会議運営、資料作成等　◆職員の参集状
況の把握、勤怠管理等 ◆その他関連事務 14 14 14 14 14 14 8 8 8

○

児童相談課 応 課 施設の維持管理

◆建物・設備の安全確認及び復旧対応
◆通信機器、業務システムの動作確認、復
旧対応　◆備蓄品に係る管理・運営　◆来
所者（帰宅困難者）の滞在場所の開設・運
営 8 8 8 8 8 8 8 8 8

○

児童相談課 応 課 応急救護

◆来所者、一時保護児童の安否確認
◆負傷者の応急処置、緊急医療救護所へ
の搬送、１１９番（救急）通報等　◆来所者
（帰宅困難者）、一時保護児童の健康状態
の把握等　◆医薬品の管理 6 6 6 6 6 6 3 3 3

×

児童相談課 優 課
要保護児童等の相談支

援の継続

◆要保護児童等に関する相談・受付の継
続　◆一時保護児童の保護者等の安否確
認等　◆避難所等訪問による震災孤児・遺
児その他要保護児童等の調査・支援の実
施　◆緊急一時保護の入所調整◆一時保
護実施時の令状請求 23 23 23 23 23 23 23 23

×

児童相談課 応 課
施設・里親等の被災状

況の確認等

◆施設及び里親等の被災状況の確認
◆施設入所中、里親等委託中の子ど
もの安全確認及び必要な支援の実施
◆保護者等の安否確認等 17 17 17 17 17

×

児童相談課 応 課
在宅指導中の子どもと
保護者の被災状況の確

認等

◆在宅指導中の子どもや保護者等の
安否確認等及び必要な支援の実施

15 15 15 15 15

×

児童相談課 優 課 一時保護所の運営継続

◆一時保護児童の安全確保と生活支援の
継続　◆居室が利用できない場合の避難
生活スペースの開設・運営（停電時）　◆緊
急一時保護の受入れ対応 41 41 41 41 41 41 41 41 41

○

児童相談課 優 課 援助業務の継続
◆長期的に支援が必要な子どもと家
庭の情報を整理し、担当職員による継
続的な援助を実施

35 35 35

×

児童相談課 優 課
措置費の支払いに係る

業務の継続
◆児童福祉法に基づく措置費の支払
いに関する事務の継続

3 3 3

○

児童相談課 優 課
徴収金の認定及び徴収

に係る業務の継続

 ◆児童養護施設等への入所措置及
び児童自立生活援助の実施に係る徴
収金の認定及び徴収に関する事務の
継続 3 3 3

○

子ども家庭支援課

子ども家庭支援課 早 課
要保護児童に関する事

務
保護者とはぐれた子どもへの対応を行
う窓口等を設置する

2 3 4 4 3 2

×

子ども家庭支援課 優 課
子どもと家庭の総合相

談
支援を要する家庭との相談、訪問等に
よる生活指導・支援を行う

3 3 3 4 4

×
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都市整備部

調整課

調整課 応 部
災対都市整備部災対街づ

くり課の業務

◆災対都市整備部長の補佐及び災対街づくり課
（庶務班、情報連絡班、復興班）業務全般の統
括

1 1 1 1 1 1 1 1 1

○

調整課 応 部
災対都市整備部庶務班

としての業務
◆災害対策本部及び部内他課との連絡調整
◆物品調達及び災害復旧工事の契約等

5 5 5 5 10 10 10 10 10

○

調整課 優 部
台風・集中豪雨時の水防態

勢

気象庁等の情報により、 飾区水防計画に基づく態
勢を決定し、都市整備部の必要配備要員を召集し、
水害を防止する

2 2 2 2 2 2 2 2 2

○

交通政策課 応 部
災対都市整備部情報連絡

班としての業務
◆被害状況の収集　◆作業状況・復旧状況等の報
告

1 2 4 5 6 10 12 12 12

○

交通政策課 応 課
交通事業者等との連絡調

整

◆交通事業者（鉄道、バス）を通じて、交通機関の運
行状況や被害状況を収集する
◆指定管理者を通じて、駐輪場、駐車場の被害状況
を把握する 1 2 3 5 5 3 2 2 2

○

交通政策課 応 課 交通規制情報の収集
関係機関（交通管理者）と連絡をとりあい、交通規制
状況の情報を収集する

1 3 5 5 3 2 2 2

○

都市計画課

都市計画課 応 部 地域協働復興の推進 復興市民組織などの活動状況調査

5 5 5 5 5 5 5 5 5

○

都市計画課 応 部
家屋・住家の被害概況の把

握（被害区域調査）

◆区及び都の災害対策本部に集約される被害状況
に基づいて家屋被害状況を把握する　◆大被害地
区・中被害地区については、現地踏査により補足調
査を行う 20 20 20 20 39 39 34

○

都市計画課 応 部
家屋被害調査（住家被害認

定調査　第一次）
家屋被害調査の実施
街区別被害度分布図・地区別被害状況図の作成

5 24 24

○

都市計画課 優 課
密集事業、不燃化事業に

係る支払業務
密集事業、不燃化事業に係る支払業務

4 4 4 4 4

×

都市計画課 早 部 復興に係る業務

◆都市復興基本方針及び骨子案の策定　◆都市復
興基本計画の策定　◆第1次建築制限区域の指定
◆復興対象地区の設定　◆第2次建築制限区域の
指定　◆時限的市街地 10 10 10 10 10 10 10 13 13

○

都市計画課 早 課
相談所の設置
（事業地区）

復興事業を適用する地区に復興相談所を設置し、復
興に係る土地や建物、住宅等に関する相談業務を行
う

12 12

○

住環境整備課

住環境整備課 応 部 調査業務
建物のり災状況の情報収集、分析及び基礎資料作
成、被災宅地危険度判定

2 6 12 12 12 12 12 12 12

○

住環境整備課 優 課 公営住宅等管理
住宅に困窮する低所得者のための公営住宅等（区
営住宅、区民住宅、シルバーピア住宅、高齢者借上
住宅、コミュニティ住宅）を管理する

1 2 2 3 3 3 3 3

○

住環境整備課 優 課
高齢者向け優良賃貸住宅

供給事業

必要な要件が整った高齢者向け優良賃貸住宅を建
設する民間事業者に対し、建設費の一部を助成する
とともに、当該住宅の入居者に対して家賃助成を行
なうもの 1 1 1 1 1

○

住環境整備課 優 課
建築基準法に基づく道路管

理

◆区内に存する道路の法的位置づけ、道路幅員、位
置等を明らかにし、道路に関する情報を的確に提供
するもの　◆建築基準法４２条１項５号の道路位置指
定の指定業務を行うもの 1 1 1 1

○

住環境整備課 応 課
被災者の住宅相談、応急
仮設住宅の入居者募集事

務等の相談業務

◆被災者への住宅相談及び応急融資・斡旋
◆応急仮設住宅の入居募集・入居決定の上、維持
管理を行う

3 3 3

○
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住環境整備課 応 課
応急仮設住宅の建設等計

画策定
応急仮設住宅の建設計画の策定、建設用地の選定
及び確保

4 4 4

○

住環境整備課 優 課 都営住宅募集
東京都が管理する都営住宅、都民住宅の募集案内
の配布等を行なう

1 1 1

○

住環境整備課 優 課 住宅用家屋証明
租税特別措置法に定められた要件を満たす住宅に
ついて、登録免許税軽減措置を受けるための証明書
を発行する

1 1 1

○

住環境整備課 優 課 建築紛争調停委員会
近隣関係住民と建築主間で、紛争の解決が図られな
い場合、区による指導調整、あっせん、及び紛争調
停委員会による調停を行い紛争の解決を図るもの

1 1 1

○

住環境整備課 優 課
東京都福祉のまちづくり条

例に基づく指導・助言

◆条例に基づき、一定規模以上の特定都市施設を
新設、改修する場合に計画内容の届出を受理し審
査、指導、助言を行う　◆基準適合施設に対し、請求
に基づき整備基準適合証を交付する 1 1 1

○

住環境整備課 優 課 開発行為許可事務

都市計画法に基づき、一定規模以上の土地で開発
行為を行う者から提出された協議申請書を審査し、
協議終了後に開発許可申請を受付し、開発内容を書
類、現場調査を含め審査する 1 1 1

○

住環境整備課 優 課 盛土規制法許可事務
盛土規制法に基づき、一定規模以上の土地で行う切
土や盛土行為の許可事務

1 1 1

○

住環境整備課 優 課 空き家対策
空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、
空家等についての情報収集、除却、修繕、立木竹の
伐採等の措置の助言又は指導、勧告、命令等を行う

1 1 1

○

住環境整備課 優 課 集合住宅等の建築指導
集合住宅等の建築及び管理に関する条例に基づき
建築指導を行うもの

1 1 1

○

住環境整備課 応 課
被災者生活再建支援金の

支給
被災者生活再建支援法に基づく制度の周知、申請
受付、支給手続きの事務

5

○

建築課

建築課 応 部
応急危険度判定人員等の

支援要請
家屋被害概況調査をもとに応急危険度判定に必要
な人員等を把握し、都及び関係団体へ派遣要請する

4 4 4 4 4

○

建築課 応 部
応急危険度判定計画の策

定・周知

◆応急危険度機材の調達と応急危険度判定員の参
集・受入　◆応急危険度判定地域、期間等の計画を
策定　◆区民に周知する

4 4 5 6 6 6 6

○

建築課 応 部
応急危険度判定の実施

【応援職員】
◆１被災建築物の危険性を判定し、当面の使用の可
否を決める　◆２判定結果の報告

5 9 931 931

○

建築課 応 部
判定結果のとりまとめ等

【区役所職員】
◆判定結果の集計・報告相談

5 5 5 5 5

○

建築課 優 課 住居表示事務
◆住居表示申請の受付　◆住居表示の付定
◆Ａ型台帳の整備

1 1 1

○

建築課 優 課 共用ＤＢシステム
◆確認申請・完了検査等の入力　◆確認済・検査済
等の出力　◆地図システムによる概要書の検索

1 1 1

○

建築課 優 課 建築技術に係る調整
国、都からの一般的及び災害に対する技術情報の
取得

1 1 1 1

×
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建築課 応 部

住家被害認定調査状況調
査、住家被害認定調査票
（結果）をＤＢに取り込み処

理【区役所職員】 58 58

○

建築課 応 部

住家被害認定調査状況調
査、住家被害認定調査票
（結果）をＤＢに取り込み処

理【応援職員】 528 528

○

建築課 応 部
住家被害認定調査支援要

請

危険度判定調査等の資料と本部会の決定を受け、
調整課と協力し事務局立ち上げ、必要人数を割り出
す。

15

○

建築課 応 部
住家被害認定調査計画の

策定・周知

住家被害認定調査の必要機材の調達及び調査用Ｄ
Ｂの設定を行い、災害名を決定。住家被害認定調査
に必要な人員の参集・受入し研修を行う。班編成を
行い、現地調査の準備。 15

○

建築課 優 課 建築確認審査等
◆建築物等の確認審査・検査　◆各種申請等の受
付　◆建築諸証明事務　◆特殊建築物等定期報告

3 3 3

○

建築課 優 課 長期優良住宅認定等
◆長期優良住宅認定　◆低酸素住宅認定　◆都市
計画法53条許可　◆バリアフリー法認定

2 2 2

○

建築課 優 課
指定確認検査機関関係業

務
◆行政照会・回答　◆確認・検査等の報告　◆地図
システムへの入力

2 2 2

○

道路管理課

道路管理課 応 課 資器材等の確保
パトロールや連絡等に必要な資器材等を調達し、必
要としている班に配置する

2 2 2

○

道路管理課 応 課
ライフライン事業者との連

絡調整

関係機関と連絡をとりあい、ライフラインについて情
報を収集する。また、復旧工事の時期や分担などに
ついて調整会議を開催する.

3 3 3 4 4 4 6 6 6

○

道路管理課 応 課 道路情報の収集
他の道路管理者と連絡をとりあい、道路状況や交通
状況について情報を収集する

3 3 3 3 3 3 3 3 3

○

道路管理課 応 部
道路・橋梁・堤防の被害状

況を調査
パトロール隊（３人一組）を組織し、道路（擁壁等大型
構造物含む）・橋梁・堤防の被害状況を調査する

6 6 9 9 9

○

道路管理課 応 部
被災した道路、橋梁等の応

急措置
◆被災した道路、橋梁等の応急措置
◆通行不能箇所には、通行規制等緊急措置を行う

3 3 3 3 6 6 6

○

道路管理課 応 部 遺体の搬送・収容
指示に基づき、指定された遺体安置所まで搬送し、
遺体受付班に引き渡す
（５名一班）

5 5 5 5 5

○

道路建設課

道路建設課 応 部
道路・橋梁・堤防の被害状

況を調査
パトロール隊（３人一組）を組織し、道路（擁壁等大型
構造物含む）・橋梁・堤防の被害状況を調査する

12 12 12 6 6

○

道路建設課 応 部
被災した道路、橋梁等の応

急措置
◆被災した道路、橋梁等の応急措置
◆通行不能箇所には、通行規制等緊急措置を行う

6 9 6 6 12 12 12

○

道路建設課 応 部 遺体の搬送・収容
指示に基づき、指定された遺体安置所まで搬送し、
遺体受付班に引き渡す
（５名一班）

10 10 10 10 10

○

現場に行き、調査対象建築物の全半壊等を判定し地
図に記入すると共に、全景や損壊箇所を撮影する
調査票を調査員より受け取り、調査用ＤＢに取り込

む。（データーのエラー処理、全景や損壊箇所の撮影
データも調査票と結びつける）
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道路補修課

道路補修課 応 部
道路・橋梁・堤防の被害状

況を調査
パトロール隊（３人一組）を組織し、道路（擁壁等大型
構造物含む）・橋梁・堤防の被害状況を調査する。

6 18 18 18 18 12

○

道路補修課 応 部
被災した道路・橋梁等の応

急措置
◆被災した道路、橋梁等の応急措置
◆通行不能箇所には、通行規制等緊急措置を行う

10 10 20 20 30 30 30

○

道路補修課 応 部 道路の啓開作業 道路障害物の除去、ガレキの処理

30 30 60 60 60 60

○

公園課

公園課 応 部
避難場所等の施設調査・点

検業務
避難場所、応急給水施設、公園施設、排水場施設、
河川管理施設、船着場の調査･点検

46 46 18 18

×

公園課 優 課 受託業者との連絡調整
排水場、上千葉砂原公園ふれあい動物広場、水元
金魚展示場、水元小合溜水質浄化施設管理運営受
託業者との連絡

2 2 2 2 2 2 2 2 2

×

公園課 応 課
児童遊園等の施設調査・点

検業務
児童遊園施設、緊急船舶接岸箇所の調査･点検

28 28

×

公園課 応 部 施設等の応急復旧業務

◆点検結果に基づき施設等の応急復旧を行う　◆復
旧は避難場所、応急給水施設、公園施設(ガレキ置
き場等に活用する公園等）、排水場施設、河川管理
施設、船着場等災害時の活用施設を優先して行う 30 30 30 30

○

公園課 応 部 災対施設の開設活動業務
応急給水、応急収容、遺体収容･搬送、船着場の各
災対施設を開設し、活動に従事する

50 50 50 50 50

○
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会計管理室

会計管理課

会計管理課 応 部
【災害対策本部・情報管理

班】
情報担当業務

◆一般電話及び臨時窓口において区民等からの情
報提供、問い合わせ等への対応　◆情報提供、要請
等の分類及び災害対策本部等への報告

4 4 4 4 4 4 4 4

○

会計管理課 応 部
【災害対策本部・庶務班】

財務会計担当業務
◆災害対策に係る各種経費の支出等の管理
◆災害対策に起因する補償等に係る交渉等

2 2 2 2 2 2 2 2

○

会計管理課 優 課 公金等確認業務
公金保管金庫等に保管されている現金などの公金
の確認、保管場所を確保する

2 2

×

会計管理課 応 課 集中管理自転車の配車
応急対策及び復旧対策において、災害対策本部が
連絡または調査等に使用する自転車として、集中管
理自転車を管理し配車を行う

2 1 1 1 1 1 1 1

○

会計管理課 応 課
物品管理事務
（貸出物品）

貸出用物品の管理事務

1 1 1 1 1 1 1

○

会計管理課 応 課 審査及び金銭出納事務
緊急に支払を要する経費について、支出命令の内容
が法令に違反していないか等を審査し、支払を行う

2 2 2 1 1

×

会計管理課 応 課
物品管理事務
（義援物資）

全国から送られて来る救援物資を担当する部が速や
かに対応できるように収得事務及び在庫物品管理の
方法を示す

2 2 2 2 2 2 2

○

会計管理課 優 課
金銭出納保管事務

（収納・支出）
区に債権を有する者に対する支払と区に納付する必
要がある者からの収納事務

1 1 1 1 2 2

×

会計管理課 優 課 会計管理事務

区長に対する牽制機関として審査権に基づき、支出
負担行為が法令等に違反がないか予算に基づくもの
か、債務の確定を確認し、支出命令書が法令、契約
等に違反がないかを内容審査する 1 3 4 4

×

会計管理課 早 課 義援金受入・払出事務補助
被災者に対する義援金の受入・払出に伴う主管課と
指定金との連絡、調整

1 1 1

×

会計管理課 優 課
金銭出納保管事務

（資金）

歳計現金・歳計外現金を合同運用して資金が不足し
ないように管理するため、期日までに各課に翌月の
収支予定表の作成依頼をし、取りまとめ、歳計現金
等及び各種基金の安全確実な効率的運用を行う 1

×
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教育委員会事務局

教育総務課 応 部
【避難所運営対策本部】

避難所運営対策本部の設
営・本部会議の開催

避難所運営対策本部会議の準備及び運営を行う

1 1 1 1 1 1 1 1 1

○

教育総務課
学校施設課 応 部

【避難所運営対策本部】
避難所運営対策本部の連

絡調整

防災行政無線などの各種通信機器等を活用し、避
難所運営対策本部の窓口として連絡調整を行う

4 4 4 2 2 2 2 2 2

○

教育総務課 応 部
【避難所運営対策本部】

物資状況確認業務
各避難所の備蓄物資の状態や過不足を把握し、避
難所間での調整や搬出入について検討する

1 1 1 1

○

教育総務課
学校施設課 応 部

【避難所運営対策本部】
避難所管理

各避難所の被害状況や人的要望、受入れ状況等を
随時把握する

2 2 2 2 2 2

○

教育総務課 応 部
【避難所運営対策本部】

避難所の被害状況の把握
避難所施設、設備等の被害状況を把握する

1 1 1 1 1 1 1 1

○

教育総務課
学校施設課 応 部

【避難所運営対策本部】
生活空間整備

災害時要配慮者のスペースを確保する

1 1 1 1

○

教育総務課
学校施設課 応 部

【避難所運営対策本部】
避難所の二次被害の防止

避難所施設、設備等の安全を確保する

1 1 1 1

○

教育総務課 応 部
【避難所運営対策本部】

ライフライン点検
受水槽等の被害状況を把握するとともに、避難所で
必要な水の確保に努める

1 1

○

教育総務課 応 部
【避難所運営対策本部】

ライフライン点検
物資の搬入手段や経路等を確保する

1 1 1

○

教育総務課 応 部
【避難所運営対策本部】

緊急医療救護所開設支援
緊急医療救護所の開設のため、必要な支援を行う

1 1 1

○

教育総務課 応 部
【避難所運営対策本部】

生活空間整備
プライバシーへの配慮が必要な更衣室等を確保す
る

1 1

○

学校施設課 応 課 校外施設安全確認・確保
◆発災後に、被災状況や指定管理者が行った施設
の安全確保を確認する　◆被災状況に応じ、指定管
理者をとおして、修繕を行う

1 1 1

×

学校施設課 応 課 指定管理業務

◆校外施設の利用状況、被災者の有無を確認する
◆指定管理者の管理運営について支援及び監督を
行う　◆被災状況に応じて、業務継続の可否を検討
する 1 1 1

×

教育総務課 応 部
【避難所運営対策本部】

遺体安置場所確保
避難所の適切な場所に遺体安置場所を確保するた
め、避難所と調整を行う

1 1

○

教育総務課
学校施設課 応 部

【避難所運営対策本部】
安全確認

施設、設備等の復旧に向け必要な対応を行う

1 3 5 5

○

教育総務課
学校施設課 応 課 旧学校安全確認・確保

◆発災後に、被災者の有無を確認する　◆敷地及
び施設の被害状況を把握し、安全を確保する　◆被
災状況に応じ、修繕を行う

1 1 1

×

教育総務課
学校施設課 早 課 校外施設の有効活用

避難者の受入が必要な場合は、校外施設の利用計
画を策定し、区の事業として、避難者の受入を実施
する

1 1

×

教育総務課、学校施設課
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学務課

学務課 応 部
【避難所運営対策本部】

避難所運営対策本部の連
絡調整

防災行政無線などの各種通信機器等を活用し、避
難所運営対策本部の窓口として連絡調整を行う

2 2 2

○

学務課 応 部
【避難所運営対策本部】

給食担当
飲料水や食料の充足状況を把握し、各班と連携し必
要な支援や調整等を行う

1 2 3 3 3 3 1 1 1

○

学務課 応 部
【避難所運営対策本部】

衛生担当

避難所の環境衛生について、トイレや炊き出し及び
ペットの飼育等の適切な情報提供や指導を行うとと
もに、各班と連携し必要な支援を行う

1 2 3 3 3 3 1 1 1

○

学務課 応 部
【避難所運営対策本部】
災害対策本部への要請

避難所や各班からの要望を災害対策本部へ提出す
る

1 1 1 1 1 1 1 1 1

○

学務課 応 部
【避難所運営対策本部】

救護担当

避難者の健康状態を把握し、特に要支援者の体調
変化に注意するとともに、避難所で対応できない場
合の措置について各班と連携し必要な情報提供や
支援を行う 1 1 1 1 1 1 1 1 1

○

学務課 応 部
【避難所運営対策本部】

相談担当

避難者の健康被害などの相談内容について状況を
把握し、相談窓口の確認や人材の派遣要請等を各
班と連携して行う

1 1 1 1 1 1 1 1 1

○

学務課 応 部
【避難所運営対策本部】

緊急医療救護所開設支援
緊急医療救護所の開設のため、必要な支援を行う

1 2 2 1

○

学務課 応 部
【避難所運営対策本部】

生活用水、必要器材の確
保調整業務

各避難所の生活用水の状態や過不足を把握し、避
難所間での調整や搬出入、必要器材の確保につい
て検討する

1 1

○

学務課 応 部
【避難所運営対策本部】

名簿管理
各避難所で作成された名簿を管理する

2 2 2 2 2 2

○

学務課 応 部
【避難所運営対策本部】

物資輸送調整業務

各避難所で必要な物資について、総務班と連携して
状況把握に努め、輸送状況等にも充分配慮して、供
給を継続できるよう調整を図る

1 1

○

学務課 応 部
【避難所運営対策本部】

遺体安置場所確保
避難所の適切な場所に遺体安置場所を確保する

2 4 2

○

教育指導課

教育指導課 応 部
【避難所運営対策本部】

避難所運営対策本部の設
営・本部会議の開催

避難所運営対策本部会議の準備及び運営を行う

1 1 1 1 1 1 1 1 1

○

教育指導課 応 部
【避難所運営対策本部】

避難所運営対策本部の連
絡調整

防災行政無線などの各種通信機器等を活用し、避
難所運営対策本部の窓口として連絡調整を行う

5 5 5 3 3 3 2 2 2

○

教育指導課 応 課
幼稚園、学校の人的被災

状況等把握業務
幼稚園、学校の人的被災被害や避難、保護者への
引渡し状況等を把握する

4 4 4 4 4 2

×

教育指導課 応 部
【避難所運営対策本部】
各班への情報提供・管理

避難所や災害対策本部から集まる避難所に係る情
報を収集、管理し、各班へ情報提供する

2 2 2 2 2 2 2 2 2

○

教育指導課 応 部
【避難所運営対策本部】

災害対策本部からの要請
伝達

災害対策本部からの要請を各班へ伝達する

2 2 2 2 2 2 1 1 1

○

教育指導課 応 部

【避難所運営対策本部】
従事職員の飲料水・食料の
供給、宿泊・休憩場所の確

保

従事職員の活動における環境整備、支援を行う

1 1 1 1 2 2 2 2 2

○

教育指導課 応 部
【避難所運営対策本部】
災害対策本部への要請

避難所や各班からの要望を災害対策本部へ提出す
る

1 1 1 1 1 1 1 1 1

○
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教育指導課 優 課
移動教室、体験学習

連合行事
行事挙行中における安全確認、中止措置等の対応

1 1 1

×

教育指導課 応 部 避難所開設準備
地域住民等による避難所開設が円滑に行えるよう、
教育委員会事務局教育総務課等と連絡調整を行う

1 1 1

○

教育指導課 優 課
教育情報化推進

（校務系システムの稼働確
認・復旧）

校務系システムの稼働確認・保守事業者に復旧依
頼をする

4 4 4 4 4 3 3 3 3

×

教育指導課 早 課
教育情報化推進

（学習系システムの稼働確
認・復旧）

学習系システムの稼働確認・保守事業者に復旧依
頼をする

1 1 1 1

×

教育指導課 早 課 授業再開学校支援業務 授業再開に向けた幼稚園、学校の支援業務

6 8 8

×

教育指導課 優 課 教育相談
児童・生徒、保護者、学校からの教育に関する相談
に対応する

3 3 6

×

教育指導課 優 課 教科書採択 小中学校の教科書の採択事務

1 1

×

総合教育センター教育支援課

総合教育
センター教
育支援課

応 課

教育相談者・ふれあいスクール
明石登校児童・生徒、にほんごス

テップアップ教室登校児童・生
徒、研修受講者の被災状況把握

等

総合教育センター来館者の人的被災被害や、保護
者への引渡し状況等を把握する

6 2 2

×

総合教育
センター教
育支援課

応 課

小・中学校に設置している校内
サポートルームやにほんごステッ
プアップ教室利用者の被災状況

把握等

小・中学校に設置している校内サポートルーム等の
人的被災被害や、保護者への引き渡し状況等を把
握する

3 2 2

×

総合教育
センター教
育支援課

優 課
特別支援学級に係る移動
教室、体験学習連合行事

行事挙行中における安全確認、中止措置等の対応

1 1 1

×

総合教育
センター教
育支援課

優 課 教育相談
児童・生徒、保護者、学校からの教育に関する相談
に対応する

3 3 3 3

×

総合教育
センター教
育支援課

優 課 教科書採択 小中学校特別支援学級に係る教科書の採択事務

1 1

×

総合教育
センター教
育支援課

応 課
総合教育センター施設・設備面

の被害状況の把握
センター業務再開に向けての設備面の状況把握

4 4 4 4 2

×

総合教育
センター教
育支援課

優 課

各小・中学校の授業再開と直結
している業務の再開（にほんごス
テップアップ教室や校内サポート

ルーム等）

各小・中学校の授業再開状況の把握、再開に向け
ての調整業務

3 4 4

×

総合教育
センター教
育支援課

優 課
各小・中学校の授業再開と直結

していない業務の再開
センター内の体制整備、関係機関との調整業務

2 3 3 3

○
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地域教育課

地域教育課 応 部
【避難所運営対策本部】

生活用水、必要器材の確
保調整業務

各避難所の生活用水の状態や過不足を把握し、避
難所間での調整や搬出入、必要器材の確保につい
て検討する

1 1 1 1

○

地域教育課 応 部
【避難所運営対策本部】

物資調整業務
各班と連携をとり各避難所で必要になると思われる
物資を想定し、確保のための調整を行う

1 1 1 1 1

○

地域教育課 応 部
【避難所運営対策本部】

物資輸送調整業務

各避難所で必要な物資について、総務班と連携して
状況把握に努め、輸送状況等にも充分配慮して、供
給を継続できるよう調整を図る

1 1 1 1 1

○

放課後支援課

放課後支援課 応 部
【避難所運営対策本部】

給食担当
飲料水や食料の充足状況を把握し、各班と連携し必
要な支援や調整等を行う

1 1 1 1 1

○

放課後支援課 応 部
【避難所運営対策本部】

衛生担当

避難所の環境衛生について、トイレや炊き出し及び
ペットの飼育等の適切な情報提供や指導を行うとと
もに、各班と連携し必要な支援を行う

1 1 1 1 1 1 1

○

放課後支援課 応 部
【避難所運営対策本部】

物資状況確認業務
各避難所の備蓄物資の状態や過不足を把握し、避
難所間での調整や搬出入について検討する

1 1 1 1

○

放課後支援課 応 部
【避難所運営対策本部】

救護担当

避難者の健康状態を把握し、特に要支援者の体調
変化に注意するとともに、避難所で対応できない場
合の措置について各班と連携し必要な情報提供や
支援を行う 1 1 1 2 2 2

○

放課後支援課 応 部
【避難所運営対策本部】

相談担当

避難者の健康被害などの相談内容について状況を
把握し、相談窓口の確認や人材の派遣要請等を各
班と連携して行う

1 1 1

○

放課後支援課 応 課
私立学童保育クラブの休止

等の情報発信
私立学童保育クラブ実施事業者と協議し、休止の判
断を行い、区民・利用者向けに周知を行う

4 4

○

放課後支援課 応 課 児童の保護状況の把握
私立学童保育クラブの児童の保護状況及び保護者
の引き取りが見込めない児童の状況把握及び保護
者への引き渡し 2 2 2 2 2

○

放課後支援課 応 課 保育施設の復旧
学童保育クラブ建物設備等の状況把握及び応急対
応

2 2 2 2 2

○

放課後支援課 早 課 学童保育クラブの再開
私立学童保育クラブ再開に向けて、適切な運営がで
きるよう連絡・調整を行う

4 4 4

○

放課後支援課 優 課
学童保育クラブ使用料の減

免
被災児童の学童使用料の減額・免除手続きを実施

4 4 4

○

放課後支援課 応 課
放課後子ども事業（わくわく
チャレンジ広場）の休止等

の情報発信

わくわくチャレンジ広場の休止判断及び児童・保護
者向けの周知、広報

4 4

○

放課後支援課 応 課 児童の保護状況の把握
わくわくチャレンジ広場の参加児童の保護状況及び
保護者の引き取りが見込めない児童の状況把握

2 2 2 2 2

○

放課後支援課 早 課
放課後子ども事業（わくわく

チャレンジ広場）の再開
わくわくチャレンジ広場再開に向けて、適切な運営が
できるようサポーター及び学校と連絡・調整を行う

4 4 4

○
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生涯学習課

生涯学習課 応 部
【避難所運営対策本部】

避難所運営対策本部の設
営・本部会議の開催

避難所運営対策本部会議の準備及び運営を行う

1 1 1 1 1 1 1 1 1

○

生涯学習課 応 部
【避難所運営対策本部】

避難所運営対策本部の連
絡調整

防災行政無線などの各種通信機器等を活用し、避
難所運営対策本部の窓口として連絡調整を行う

4 4 4 2 2 2 2 2 2

○

生涯学習課 応 部
【避難所運営対策本部】
各班への情報提供・管理

避難所や災害対策本部から集まる避難所に係る情
報を収集、管理し、各班へ情報提供する

2 2 2 2 2 2 2 2 2

○

生涯学習課 応 部
【避難所運営対策本部】

災害対策本部からの要請
伝達

災害対策本部からの要請を各班へ伝達する

2 2 2 2 2 2 1 1 1

○

生涯学習課 応 部
【避難所運営対策本部】

避難所開設状況及び従事
者の集約と名簿作成

その他従事職員の情報管理及び避難所開設状況を把握
する。

1 1 1 1 2 2 2 2 2

〇

生涯学習課 応 部
【避難所運営対策本部】

物資状況確認業務

各避難所の備蓄物資の状態や過不足を把握
し、避難所間での調整や搬出入について検討す

る。
1 1 1 1

○

生涯学習課 応 部
【避難所運営対策本部】

生活用水、必要器材の確
保調整業務

各避難所の生活用水の状態や過不足を把握し、避
難所間での調整や搬出入、必要器材の確保につい
て検討する

1 1

○

生涯学習課 応 部
【避難所運営対策本部】

避難所対応
各避難所から集まる各種問い合わせ内容を整理、
分類し、必要な対応をする

2 2 2 2 2 2

○

生涯学習課 応 部
【避難所運営対策本部】

物資調整業務
各班と連携をとり各避難所で必要になると思われる
物資を想定し、確保のための調整を行う

1 1

○

生涯学習課 応 部
【避難所運営対策本部】

物資輸送調整業務

各避難所で必要な物資について、総務班と連携して
状況把握に努め、輸送状況等にも充分配慮して、供
給を継続できるよう調整を図る

1 1

○

生涯学習課 優 課
博物館事業の実施

状況の周知
博物館の開館・講座など博物館事業の実施状況を
ポスター掲示、博物館ホームページ等で周知する

2 1

○

生涯学習課 優 課
柴又川甚まちなみ館展示
事業の実施状況の周知

柴又川甚まちなみ館展示事業の実施状況をポス
ター掲示、区ホームページ等で周知する

2 1

○

生涯学習課 優 課 文化財保護
区内文化財や文化的景観の重要な構成要素の被
害状況調査を行い、必要に応じた緊急避難的措置
を講ずる

2 2

○
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生涯スポーツ課

生涯スポーツ課 優 課 指定管理者との協議・調整 体育施設の管理・運営についての協議・調整

3 3 3 3 3 3 2 2 2

×

生涯スポーツ課 優 課
体育施設での事業の実施

状況の周知

体育施設の開館・開場・スポーツ教室など体育施設
での事業実施状況を広報かつしか、スポーツかつし
か、区及び指定管理者が管理するホームページ等
で周知する 3 3 3 3 3 3 2 2 2

○

生涯スポーツ課 優 課 各体育施設の管理 維持管理を担当する指定管理者への指導・助言

3 3 3 3 3 3 3 2 2

○

生涯スポーツ課【災害対策本部代替施設（総合スポーツセンター体育館）】

生涯スポーツ課 応 部
【施設利用者の安全確保】
施設の被害状況の確認

◆各自の安全確保　◆施設利用者の安全確認
◆避難行動の判断・指示

1 1

○

生涯スポーツ課 応 部
【施設全体の被害状況の

確認】
施設の被害状況の確認

◆施設全体（外観）の目視点検　◆施設近隣の被害
情報の確認

1 1

○

生涯スポーツ課 応 部
【施設全体の被害状況の

確認】
 施設の被害状況の確認

◆災害対策本部への被害状況の報告【第一報】
※３施設（総スポ体育館、エイトホール、水元体育
館）集計の上、生涯スポーツ課から本部へ報告

3 3

○

生涯スポーツ課 応 部
【施設内部及び設備の被害

状況の確認】
施設の被害状況の確認

◆各フロア部分の確認　◆電気設備の確認　◆ガス
設備の確認　◆水道設備の確認　◆通信機器類の
確認　◆下水道設備（トイレ等）の確認　◆施設内ラ
イフライン被害状況のとりまとめ 6 6

○

生涯スポーツ課 応 部
【施設内部及び設備の被害

状況の確認】
施設の被害状況の確認

◆災害対策本部への被害状況の報告【第二報】
※３施設（総スポ体育館、エイトホール、水元体育
館）集計の上、生涯スポーツ課から本部へ報告

3 3

○

生涯スポーツ課 応 部
【先遣部隊との連携】

災害対策本部代替施設と
しての開設準備

◆先遣部隊の確認　◆先遣部隊の受け入れ

6

○

生涯スポーツ課 応 部
【先遣部隊の準備】

災害対策本部代替施設と
しての開設準備

◆先遣部隊への施設内案内・説明　◆事前準備の
実施

5

○

生涯スポーツ課 応 部

【（２階）災害対策本部室の
準備】

災害対策本部代替施設と
しての開設準備

◆災害対策本部室の区画・表示　◆災害対策本部
室の使用資器材の配置

1

○

生涯スポーツ課 応 部
【１階フロア部分の準備】
災害対策本部代替施設と

しての開設準備

◆区民対応窓口の設営　◆記者会見室の設営
◆情報掲示場所の確保

1

○

生涯スポーツ課 応 部
【２階フロア部分の準備】
災害対策本部代替施設と

しての開設準備

◆庶務班執務室の設営　◆本部員執務室の設営
◆予備本部会議室の設営　◆勤務員食料提供場所
の設営　◆勤務員用備蓄場所の設営　◆女性勤務
員の休憩・仮眠場所の確保 1

○

生涯スポーツ課 応 部
【３階フロア部分の準備】
災害対策本部代替施設と

しての開設準備

◆休憩・仮眠場所の確保　◆予備勤務員用備蓄場
所の確保

1

○

生涯スポーツ課 応 部
【屋外地域の準備】

災害対策本部代替施設と
しての開設準備

◆駐車場の確保　◆通行統制の設定

1

○

生涯スポーツ課 応 部

【災害対策本部代替要員
の受入】

災害対策本部代替施設の
開設

◆進入路、駐車場等に誘導案内要員を配置し、受け
入れ体制を配備◆先遣隊責任者は、到着した災害
対策本部配置職員を、２階災害対策本部室前の
ホールへ誘導 1

○
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生涯スポーツ課 応 部

【ライフライン等の継続的管
理】

災害対策本部代替施設の
機能維持

◆ライフライン等の点検と処置の継続◆施設の備蓄
物資等の管理◆し尿処理対策◆ごみの収集・分別・
処理

4 4 4 4 4 4

○

生涯スポーツ課 応 部

【情報の継続的提供・管
理】

災害対策本部代替施設の
機能維持

◆原則一日２回（本部会議後）、区の災害対策に係
る最新情報を、事務所近傍（入口付近）の空きス
ペースに掲示する

2 2 2 2 2 2

○

生涯スポーツ課【物資輸送拠点（エイトホール）】

生涯スポーツ課 応 部
【施設利用者の安全確保】
施設の被害状況の確認

◆各自の安全確保　◆施設利用者の安全確認
◆避難行動の判断・指示

1 1

○

生涯スポーツ課 応 部
【施設全体の被害状況の

確認】
施設の被害状況の確認

◆施設全体（外観）の目視点検　◆施設近隣の被害
状況の確認

1 1

○

生涯スポーツ課 応 部
【施設全体の被害状況の

確認】
 施設の被害状況の確認

◆災害対策本部への被害状況の報告【第一報】
※３施設（総スポ体育館、エイトホール、水元体育
館）集計の上、生涯スポーツ課から本部へ報告

3 3

○

生涯スポーツ課 応 部
【施設内部及び設備の被害

状況の確認】
 施設の被害状況の確認

◆各階の確認　◆電気設備の確認　◆ガス設備の
確認　◆水道設備の確認　◆通信機器類の確認
◆各階の下水道設備（トイレ等）の確認　◆施設内ラ
イフライン被害状況のとりまとめ 4 4

○

生涯スポーツ課 応 部
【施設内部及び設備の被害

状況の確認】
 施設の被害状況の確認

◆災害対策本部への被害状況の報告【第二報】
※３施設（総スポ体育館、エイトホール、水元体育
館）集計の上、生涯スポーツ課から本部へ報告

3 3

○

生涯スポーツ課 応 部
【１階フロア部分の準備】

物資輸送拠点としての開設
準備

◆物資搬入口の設営　◆物資搬出口の設営
◆荷下し場所及び仕分け場所、分別場所、保管場
所の設営　◆事務所の設営

1

○

生涯スポーツ課 応 部

【温水プール棟２階第1会
議室の準備】

物資輸送拠点としての開設
準備

◆拠点要員等の休憩場所として、温水プール棟２階
の第1会議室を確保　◆休憩場所に「物資輸送拠点
運営要員休憩室」の表示を掲示　◆毛布等の資材
を搬入 1

○

生涯スポーツ課 応 部

【区災害対策本部への報
告】

物資輸送拠点としての開設
準備

◆開設準備が完了次第、区災害対策本部の統括班
（情報管理担当）へ、物資輸送拠点の開設準備が完
了した旨を報告

1

○

生涯スポーツ課 応 部
【救援物資の受領・保管】

物資輸送拠点の運営
◆物資の受け入れ　【車両誘導】　◆物資の受領
◆物資の分別　◆物資の仕分け　◆物資の保管

1 1 1 1 1 1

○

生涯スポーツ課 応 部
【ライフライン等の継続的管

理】
物資輸送拠点の機能維持

◆ライフライン等の点検と処置の継続　◆施設の備
蓄物資等の管理　◆し尿処理対策　◆ごみの収集・
分別・処理

4 4 4 4 4 4

○

生涯スポーツ課 応 部
【情報の継続的提供・管

理】
物資輸送拠点の機能維持

◆原則１日に２回（本部会議後）、区の災害対策に
係る最新情報を、事務所近傍の空きスペースに掲
示する

2 2 2 2 2 2

○

生涯スポーツ課【遺体収容施設（水元総合スポーツセンター体育館）】

生涯スポーツ課 応 部
【施設利用者の安全確保】
施設の被害状況の確認

 ◆各自の安全確保　 ◆施設利用者の安全確認
 ◆避難行動の判断・指示

1 1

○

生涯スポーツ課 応 部
【施設全体の被害状況の

確認】
施設の被害状況の確認

◆施設全体（外観）の目視点検　◆施設近隣の被害
状況の確認

1 1

○

生涯スポーツ課 応 部
【施設全体の被害状況の

確認】
 施設の被害状況の確認

◆災害対策本部への被害状況の報告【第一報】
※３施設（総スポ体育館、エイトホール、水元体育
館）集計の上、生涯スポーツ課から本部へ報告

3 3

○

生涯スポーツ課 応 部
【施設内部及び設備の被害

状況の確認】
施設の被害状況の確認

◆各階フロア部分の確認　◆ライフラインの確認
◆通信機器類の確認　◆下水道設備（トイレ等）の
確認　◆ エレベーター設備の確認　◆施設内ライフ
ライン被害状況のとりまとめ 1 1

○

生涯スポーツ課 応 部
【施設内部及び設備の被害

状況の確認】
施設の被害状況の確認

◆災害対策本部への被害状況の報告【第二報】
※３施設（総スポ体育館、エイトホール、水元体育
館）集計の上、生涯スポーツ課から本部へ報告

3 3

○
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生涯スポーツ課 応 部
【１階フロア部分の準備】

遺体安置所としての開設準
備

◆駐車場の区分・表示　◆記録所・遺体洗浄テント
の設営　◆受付の準備　◆行政手続所の設営
◆本部事務室の設営　◆職員控室の設営　◆パー
テーションの配置 1

○

生涯スポーツ課 応 部
【２階フロア部分の準備】

遺体安置所としての開設準
備

◆検視所の設営　◆検案所の設営　◆遺体安置所
の設営　◆遺体対面・引渡所の設営　◆家族・関係
者控室・区民相談室の設営　◆締切（パーテーショ
ン）の配置 1

○

生涯スポーツ課 応 部
【３階フロア以上の準備】

遺体安置所としての開設準
備

◆３階以上については、計画上は特に利用を想定し
ない（状況に応じて活用）

1

○

生涯スポーツ課 応 部
【遺体安置所運営要員の

受入】
遺体安置所の開設

◆本部及び関係機関からの遺体安置所の運営要員
（態勢）の配置予定確認　◆運営要員の規模を把握
し、飲料水、食糧等の必要量を確認　◆飲料水等不
足時の補てん要請 1 1 1 1 1 1

○

生涯スポーツ課 応 部
【ライフライン等の継続的管

理】
遺体安置所の機能維持

◆ライフライン等の点検と処置の継続　◆施設の備
蓄物資等の管理　◆し尿処理対策　◆ごみの収集・
分別・処理

1 1 1 1 1 1

○

生涯スポーツ課 応 部
【情報の継続的提供・管

理】
遺体安置所の機能維持

◆原則一日２回（本部会議後）、区の災害対策に係
る最新情報を、事務所近傍の空きスペースに掲示す
る

1 1 1 1 1 1

○

中央図書館

中央図書館 応 課 施設利用の停止 施設利用を停止し、利用者の安全確保を図る

20 20

○

中央図書館 応 課
図書資料の保全及び修復

業務
被害状況を踏まえ、図書資料の保全及び修復など
を行う

2 2

○
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監査事務局

監査事務局 応 部
【災害対策本部・本部運営

支援班】
本部運営支援担当業務

◆災害対策本部において開催される会議体の準備
及び運営　◆災害対策本部において講じた応急対策
業務に係る検討過程、決定内容等の記録

5 5 5 5 5 5 5

○

監査事務局 優 課 例月出納検査
毎月1回、会計管理者から提出された検査資料につ
いて、その計数を関係諸帳簿と照合確認するととも
に、検査当日における保管現金の確認を行うもの

2 2

×

監査事務局 優 課 住民監査請求

区の職員等の財務会計上の不当な行為または怠る
事実について、区民から監査委員に監査を求め、必
要な措置を講じるよう請求があった場合に監査を実
施するもの 2 2 2

×

監査事務局 優 課
決算審査・基金運用状況審

査

区長からの依頼に基づき、決算及び基金の運用状
況を示す書類などの計数を確認するとともに、予算
の効率的な執行、基金の適正かつ効率的な運用等
について審査するもの 6 6 6

×

監査事務局 優 課 財政健全化判断比率審査
区長からの依頼に基づき、健全化判断比率及びその
算定基礎となる事項を記載した書類を確認して、比
率が適正に算定されているかを審査するもの

1 1 1

×
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選挙管理委員会事務局

選挙管理委
員会事務局 応 部

【災害対策本部・情報管理
班】

情報担当業務

◆一般電話及び臨時窓口において区民等からの情
報提供、問い合わせ等への対応　◆情報提供、要請
等の分類及び災害対策本部等への報告

3 3 3 3 2 2 2 2

○

選挙管理委
員会事務局 優 課

選挙執行事務
（選挙期間のみ）

◆国レベル・都レベルの各種選挙及び国民審査の執
行　◆区議区長選挙の執行
※必要人数は、区議区長選を想定した人数。

10 12 12 12 12 12 12 12 12

○

選挙管理委
員会事務局 優 課

検審・裁判員候補者
予定者選定事務
（選定期間のみ）

検察審査会審査員及び裁判員候補者予定者の選定

2 2 2 2 2 2 2 2 8

○

選挙管理委
員会事務局 優 課

在外選挙人名簿
調製事務

在外選挙人名簿の調製

2 2 2 2 2 2 2 2 8

○

選挙管理委
員会事務局 優 課

選挙管理委員会
運営事務

選挙管理委員会の運営

1 1 1 1 2 2 2 2 8

○

選挙管理委
員会事務局 優 課

選挙人名簿
調製事務

選挙人名簿の調製

2 2 2 2 2 2 2 2 8

○
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区議会事務局

区議会事務局

区議会事
務局 応 課

火災発生の確認、避難誘
導

◆議会棟内及び議会棟周辺における火災発生の有
無を確認　◆火災が発生している場合には、議会棟
内の議員・職員・区民等の避難誘導を行う

4

○

区議会事
務局 応 課 支援体制準備

区議会の支援体制を立ち上げる準備を行う（正副議
長への連絡・登庁準備）

2

○

区議会事
務局 応 課 議員の安否・所在確認

◆議員の安否・居所を確認し、議長に報告する
◆各議員との連絡体制を確立する

4 4 2 2

○

区議会事
務局 応 課

各地域の被害状況等の整
理・報告

議員から報告された被災地、避難所等における被害
状況等を整理し、議長に報告する

4 4 4 2 2 2 2

○

区議会事
務局 応 課

区議会災害等対策会議の
運営

区議会災害等対策会議の設置

4 4 4 2 2

×

区議会事
務局 応 課 災害対策本部への要請

◆議員からの要請情報を分類し、議長に報告
◆議長から災害対策本部への要請を行う

4 4 4 2 2 2 2

○

区議会事
務局 優 課

議決事項等報告、条例・規
則改正に係る業務

◆自治法に基づく議決事項の報告　◆区議会に関す
る例規の制定、改廃事務

2 4 4 4

×

区議会事
務局 優 課

本会議、各委員会理事会
等運営

◆本会議（代表・一般質問、議案等の付託・審査・議
決ほか）、各委員会、随時の会議の運営　◆本会議
資料の印刷　◆議場配布

10 10 10

×

区議会事
務局 優 課

議員提出議案、請願・陳情
に係る業務

◆本会議に上程する決議及び意見書の議案作成
◆本会議に上程する区議会例規の議案作成　◆請
願・陳情の受付及び委員会付託の事務　◆提出者へ
の連絡 6 6 6

×

区議会事
務局 優 課

専決処分・個人情報公開状
況・出資法人会計報告書等

収受
各報告書の収受・議会への報告

1 1 1

×

区議会事
務局 優 課

監査報告書・例月出納検査
結果

各報告書の収受・議会への報告

1 1 1

×
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第５章 業務執⾏体制の確保 
１ 職員の参集予測調査について 

 本区では、毎年、震度６弱以上又は長周期地震動階級４の地震が勤務時間外に発生したという

想定により、区役所全職員並びに区立小・中学校に勤務する職員を対象として、職員参集予測調査

を実施しています。 

  

以下は、令和７年度に実施した調査の内容並びに集計結果です。 

 職員は、親族に要介護者がおりその者に対して自身以外に介護する者がいない場合など、やむを

得ない状況を除き、発災後速やかに指定された参集場所へ参集しなければなりません。 

 

（１）調査条件（令和７年６月実施） 

  ○対象者・・・・・区役所全職員 

   

○参集方法・・・徒歩：２ｋｍ／ｈ、自転車：6ｋｍ／ｈ、バイク：15ｋｍ 

   

○参集場所・・・各執務場所 

      ※ただし、学校避難所指定職員など、予め参集場所を指定されている職員は、そ

の指定された参集場所とします。 

 

○遅参想定・・・参集予測時間は、移動時間に自身の安全確保行動等参集のための準備として

３０分から最大２時間を加えた時間も含めて算出します。 
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（２）職員参集予測調査結果 

  調査結果は、以下の表のとおりです。 （人数はその時点における累計数です。なお、学校避難 

所指定職員及び緊急医療救護所指定職員は除きます。）                 

■職員参集予測調査結果 

  1 時間 3 時間 6 時間 12 時間 24 時間 72 時間 1 週間 集計対象者 
部名 人 人 人 人 人 人 人 人 

政策経営部 4 28 47 61 68 70 70 73 
総務部 7 60 108 156 188 198 198 208 
施設部 8 40 62 79 92 95 95 100 

地域振興部 20 94 129 162 179 185 185 193 
産業観光部 2 20 30 41 44 44 44 45 

環境部 7 58 97 140 172 179 179 194 
福祉部 15 124 200 269 328 338 338 391 
健康部 5 31 46 62 76 76 76 82 

子育て支援部 109 428 544 626 682 690 690 762 
児童相談部 7 57 95 129 149 160 160 178 
都市整備部 27 131 192 248 283 284 284 290 
会計管理室 1 5 9 13 14 14 14 14 

教育委員会事務局 12 81 137 186 216 223 223 253 
監査事務局 0 5 7 7 7 7 7 7 

選挙管理委員会事務局 1 2 3 4 5 5 5 5 
区議会事務局 0 7 11 12 13 14 14 14 

合計 225 1171 1717 2195 2516 2582 2582 2809 
参集率 8.0％ 41.7％ 61.1％ 78.1％ 89.6％ 91.9％ 91.9％   

 

 各学校避難所に参集を指定されている職員の調査結果は以下の表のとおりです。 

■学校避難所指定職員参集予測調査結果 

 

各緊急医療救護所に参集を指定されている職員の調査結果は以下の表のとおりです。 

 ■緊急医療救護所指定職員参集予測調査結果 

  1 時間 3 時間 6 時間 12 時間 24 時間 72 時間 1 週間 集計対象者 

指定職員区分 人 人 人 人 人 人 人 人 
緊急医療救護所指定職員 0 15 28 51 64 65 65 65 

  1 時間 3 時間 6 時間 12 時間 24 時間 72 時間 1 週間 集計対象者 
指定職員区分 人 人 人 人 人 人 人 人 

学校避難所指定職員 65 266 293 301 301 302 302 304 
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２ 災害時優先業務遂行に必要となる人的資源の確保 

（１）災害時優先業務遂行に必要となる人員数 

 災害時優先業務を遂行する上で、必要となる人員数を災害時優先業務の目標着手時間ごとに集

計した結果は、以下の表のとおりです。 

 

■災害時優先業務遂行に必要となる人員数 

  
1 
ｈ 

3 
ｈ 

6 
ｈ 

12 
ｈ 

24 
ｈ 

72 
ｈ 

1 
ｗ 

2 
w 

1 
ｍ 

政策経営部 37 45 48 50 50 51 53 54 54 

総務部 103 103 108 104 115 119 152 200 207 

施設部 41 41 41 41 37 37 47 87 87 

地域振興部 58 73 77 92 98 92 121 183 276 

産業観光部 20 20 20 20 35 43 48 49 51 

環境部 30 30 30 34 45 505 495 499 491 

福祉部 21 33 138 192 205 224 265 265 38 

健康部 17 37 68 99 127 150 206 207 200 

子育て支援部 486 496 537 633 633 253 704 729 729 

児童相談部 74 129 129 131 135 136 136 136 135 

都市整備部 107 153 184 225 307 352 1288 1859 880 

会計管理室 6 10 14 13 13 13 16 17 12 

教育委員会事務局 105 113 106 96 101 124 142 134 106 

監査事務局 0 5 5 5 5 5 16 16 9 
選挙管理委員会事務局 20 22 22 22 22 22 22 22 44 

区議会事務局 10 16 14 14 6 8 26 26 22 

合計 1135 1326 1541 1771 1934 2134 3737 4483 3341 

最優先業務遂行に 
必要となる人員数 

1084 1215        

 

※最優先業務 

人的資源の不足が考えられる発災直後の１時間から３時間の間に、とくに優先して取り組むべき

業務。 
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（２）参集予測調査結果に基づく人員過不足数 

各部の職員参集予測調査結果と、目標着手時間ごとの災害時優先業務遂行に必要な人員数を

比較した結果、地震が発生した際に想定される発生段階ごとの区職員の最大過不足数は以下の表

のとおりとなりました。 

■災害時優先業務遂行に必要な人員数と職員参集予測調査結果との過不足数 

  
1 
ｈ 

3 
ｈ 

6 
ｈ 

12 
ｈ 

24 
ｈ 

72 
ｈ 

1 
ｗ 

2 
w 

政策経営部 -33 -17 -1 11 18 19 17 19 
総務部 -96 -43 0 52 73 79 46 8 
施設部 -33 -1 21 38 55 58 48 13 

地域振興部 -38 21 52 70 81 93 64 10 
産業観光部 -18 0 10 21 9 1 -4 -4 

環境部 -23 28 67 106 127 -326 -316 -305 
福祉部 -6 91 62 77 123 114 73 126 
健康部 -12 -6 -22 -37 -51 -74 -130 -125 

子育て支援部 -377 -68 7 -7 49 437 -14 33 
児童相談部 -67 -72 -34 -2 14 24 24 42 
都市整備部 -80 -22 8 23 -24 -68 -1004 -1569 
会計管理室 -5 -5 -5 0 1 1 -2 -3 

教育委員会事務局 -93 -32 31 90 115 99 81 119 
監査事務局 0 0 2 2 2 2 -9 -9 

選挙管理委員会事務局 -19 -20 -19 -18 -17 -17 -17 -17 
区議会事務局 -10 -9 -3 -2 7 6 -12 -12 
過不足合計 -910 -155 176 424 582 448 -1155 -1674 

最優先業務のみ遂行する 
場合の人員過不足数 

-859 -44       

 

（３）課題と今後の取り組み 

第４章に記載した災害時優先業務一覧の結果と参集予測調査結果を突合してみると、災害時優

先業務に必要な人的資源が、特に発災初動期において不足していることがわかります。また、部によ

っては、長期間に渡って人的資源の不足が解消されない状況がわかります。 

上記の結果を受けて、発災直後の１時間から３時間の間で最優先して取り組むべき業務として、

「最優先業務」を各部で定めました。区では、平常時から各部の業務の特性や傾向を踏まえた人的

資源の確保に向けた取組みを検討し、準備をしておくことで、発災後、迅速に災害時優先業務を遂行

できるよう努めることとします。 
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３ 区全体で進める人的資源確保のための取り組み 

 発災後、迅速に災害時優先業務を遂行することができるよう、区では以下４点の取り組みに努める

こととします。 

① 災害時優先業務の選定の徹底と優先順位の見直し 

『 飾区業務継続計画（BCP）〈地震編〉』の改定にあたっては、災害時優先業務の再分類や優

先通常業務の選定基準の見直しなど、全庁を挙げて、本計画に記載すべき災害時優先業務の見

直しを図りました。 

しかしながら、実際には災害時優先業務遂行に必要な人員数と職員参集予測調査結果との間

に不足数が生じることが判明したため、今後はより一層、災害時優先業務の業務内容や優先順位

付け、また、その執行体制などを精査し、不断に見直していくことが求められます。 

 

② 庁内応援体制の構築 

 震災時には、各部署間において業務量及び必要な人員数に差が生じます。 

また、職員の参集状況にも差が生じるため、それらに伴い人数が余剰する課、不足する課が発生

することが想定されます。このことから、災害時優先業務遂行に必要な人員数に基づき、比較的人

員に余裕がある部から、人員の不足している部へ職員を応援に充てることにより、人的資源を有効

活用するものとします。 

 そのためには、震災時にも即座に区全体の状況を確認し、適宜、的確かつ迅速な職員の応援派

遣を行うための庁内応援体制を構築する必要があります。 

 

③ 外部組織との連携体制強化 

 災害時優先業務の中には、国や他自治体、ライフライン事業者（電気・ガス・水道等）等との連携

が必要となる業務も存在します。それらの業務遂行に支障を生じさせないため、平常時からそれら

機関との連携体制を強化していきます。 

 また、上記の機関等に加え、区の業務を委託している事業者や協定事業者に対しても、震災時

に応援を得られるような態勢を構築するために、平常時から連携を強化していくことが必要です。 

 

④ ボランティアの活用 

 震災時にボランティアが円滑に活動できるように、活動分野・場所等の情報提供など、側面から

の支援について条件整備を図り、震災時における協力体制を確立します。 

この他、各職員・各所属においても減災のための取り組みを進める必要があります。（次章に記載） 
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第６章 各職員・各所属における減災のための取り組み 
１ 職員の被災、区施設内の被災 

勤務時間中に震度６弱以上又は長周期地震動階級４の地震が発生した際（震度５強の場合は全

職員の４０％で対応）、職員は直ちに指定された場所において災害対応に臨むこととなります。 

また、休日・夜間時などの勤務時間外に震度６弱以上又は長周期地震動階級４の規模の地震が

発生した際（震度５強の場合は全職員の４０％で対応）、区職員は、負傷等の特段の事情が無い限り、

直ちに身支度を整え、予め指定された参集場所に速やかに参集し、災害対応に臨まなければなりま

せん。 

 

しかしながら、発災した際に、区職員自身も被災し、負傷しないとは限りません。 

また、勤務時間中に発災した場合、執務室内の転倒家具類等により負傷しないとも限らないので

す。 

  

 

（１）職員の被災 

本区に勤務する職員は区内在住者が多いため、大地震が発生した場合、多くの職員が同時に被

災する可能性があります。 

 

 

（２）区施設内の被災 

 大地震発生後、区施設内においては、オフィス家具類の転倒・落下・移動、壁・天井及び窓ガラス

の一部破損等、部分的な被害の発生が想定されます。 

 

 

以上のような状況の中、発災直後に、区職員が負傷等することなくいち早く災害時優先業務に着

手するためにも、職員各自、また各所属において、平常時から減災対策に取り組まなければなりませ

ん。 

 

それでは、各職員は、どのように平常時から備えておかなければならないのでしょうか。 
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２ 職員が平常時から備えておくべきこと・各所属で備えておくべきこと 

（１）職員個々の心構え 

本区では、被災しないための予防対策を記した職員向けマニュアル、『葛飾区災害ポケットマニュ

アル』を作成し、各職員に配布しています。そこには、職員が平常時から備えておくべきことが記載さ

れています。 
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以下は、平常時から特に心がけておくべき主なポイントです。 

１．⾃ 宅 の家 具 転 倒 防 ⽌ を⾏ う。 
阪神・淡路大震災における死亡原因の約８割は、倒壊建物や転倒した家具の下敷きになったこと

による窒息・圧死です。各職員は、自らの責務を果たすためにも平常時から自宅の耐震化や主な家

具の転倒防止などの対策を講じなければなりません。 

 

２．発 災 後 すぐに出 発 することができるように、非 常 用 持 ち出 し袋 を用 意 しておく。 
 休日・夜間時に震度６弱以上又は長周期地震動階級４の地震が発生した場合、各職員は、まず

自身の安全確保行動やライフラインの途絶確認、初期消火を行い、そして地震情報の確認を行っ

たあと（＊）、直ちに指定された場所に参集しなければなりません（震度５強の場合は全職員の４０％

が指定場所に参集）。 

 ＊ 同居家族・親族がいる場合には、安否確認（救助・救援を含む）を行う必要もあります。 

 

 阪神・淡路大震災や東日本大震災などにおいて、対策にあたった職員の中には、執務場所で寝

食を行い、程度の差はありますが、比較的長期に渡り自宅に帰ることができない方もいたそうです。 

本区で想定している大地震が発生した場合、 飾区災害対策本部運営要綱にも記載されている

とおり、正規の勤務時間が終了しても直ちに帰宅することは困難であることが想定されます。 

このことから、各職員においては、休日・夜間時に発災することを想定し、日頃から、非常用持ち

出し袋を自宅の玄関等に用意しておくことが求められます。 

 

例）持ち出し袋の中身・・・職員証、筆記用具類、手ぬぐい・タオル、着替え、 

手袋・軍手、LED ヘッドライト、ヘルメット、携帯ラジオ、携帯電話、 

マスク、消毒液・除菌シート、 最低２食分の食料等 

  ※その他、必要に応じて、普段使用している薬や携帯電話用のバッテリーなど。 
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（２）各所属における取り組み 

 発災後直ちに災害時優先業務に着手することができるようにするため、各所属が日頃から取り組

むべきポイントを以下のとおり示します。 

１．執務什器の転倒防⽌ 

各所属の執務室内に設置している書類棚や PC 等の電子機器類といったオフィス機具類は、転倒

した際に、私たちに対して凶器となりかねません。また、散乱した什器は、業務遂行の妨げともなりま

す。 

各所属は、オフィス機具類の転倒防止措置を講じるとともに、施設の役割に応じた耐震対策を推

進するようお願いします。 

 

２．職員の参集確認⽅法の検討、連絡体制の確⽴ 

休日・夜間時に震度６弱以上又は長周期地震動階級４の地震が発災した場合、各職員は、指定さ

れた場所に参集し（震度５強の場合は全職員の４０％が指定場所に参集）、災害時優先業務に当た

らなければなりません。しかし、災害時優先業務は業務量が多いため、職員の参集状況に応じた人

員調整が必要となります。 

そこで、職員が参集する際に、被災状況を所属に伝えることで、当該所属は災害時優先業務にあ

たる職員の人員予測や、調整、業務の優先順位付けを再検討することができます。 

このようなことから、職員の状況確認は、災害時優先業務を円滑に進めるうえでも必要不可欠な

行動であるといえます。 

各所属においては、以下に示す災害用伝言板サービスを活用するなどして、所属職員の参集確認

方法を検討してください。 

 

例）NTT 東日本による「災害用伝言板 web１７１」を活用し、緊急時に職員の参集情報を確認する。 

※この災害用伝言板を用いて、遠方に住む家族に、自身の安否確認を伝えることもできます。 

※その他、携帯電話各社（NTTdocomo、Softbank、au など）の災害用伝言板サービスを活用す

る方法もあります。 

 

また、区災害対策本部従事職員及び避難所指定職員等に配布している、災害対策用スマートフォ

ンも活用をしてください。 
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第７章 必要資源の確保 
１ 必要資源の把握 
（１）業務継続に係る資源の確保 

 災害時優先業務には、応急対策業務や早期復旧・復興業務など、平常時には実施しない業務が

含まれます。これらの業務を確実に遂行するために必要な物的資源が十分に確保されていない場

合、迅速に業務を遂行することが困難となります。 

 したがって、災害時優先業務の遂行に必要な物的資源については、必要量を事前に充足させてい

くことが求められます。 

 

（２）必要資源の確保状況について 

 過去に、災害時優先業務の調査と併せて、各所属において、災害時優先業務を遂行する際に必要

となる必要資源とその確保状況について調査しました。 

 調査の結果、災害時優先業務遂行時に、各所属が必要とする資源の確保が進んでいる状況があ

る一方で、いまだ確保ができていない資源や改めて必要となった資源が明らかになりました。 

 各課から提出された確保状況が十分でない主な必要資源は、以下の表のとおりです。 

■過去の調査で各課から報告された主な不足資源 

カテゴリー 内容 

電源関係 非常用電源 

医療系災害用品 保護動物用ケージ、動物用食料・医療品、保護動物台帳作成のためのカメ

ラ、衛生用品、手指消毒薬 

道路等復旧 重機 

移動手段 避難者の校外施設への輸送手段 

 
 
（３）今後の対策について 

 原則として、全庁内で融通することが可能であるものについては、部署間における調整を図ること

を基本とします。 

そのうえで全庁内の調整により確保することが難しいと判断される資器材については、所管課によ

る予算措置による購入等を検討します。 
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２ 総合庁舎が使用できなくなった場合の代替庁舎について 
（１）総合庁舎の被災の可能性 

大地震が発生した場合には、庁内の壁や天井の破損等、部分的な被害があることが想定され、必

ずしも継続的に総合庁舎を利用できるという保証はありません。 

また、総合庁舎自体の被害のほか、ライフライン等の被害に伴い、停電・ガス供給停止・断水・下水

管路の損壊、電話等の通信遮断等の発生により使用が困難になることも想定されます。 

 

 これらのことから、総合庁舎が何らかの理由により使用することができなくなった場合を想定して、

予め代替施設を設定し、確保しておくことが重要となります。 

 

 

 

（２）代替施設の確保 

 総合庁舎が震災時に本部として機能しないということは、災害時優先業務の遂行、とりわけ災害

対策本部業務の遂行を阻害することとなり、区民の生命・財産の保護等に影響を及ぼします。 

 このため、本区では、『 飾区地域防災計画』において、本庁舎が被災し、使用不能となった際の

代替施設の確保を明記しています。 

  

■本部代替施設（『 飾区地域防災計画』より） 

代替順位 施設名 

第１位  飾区奥戸総合スポーツセンター 

第２位  飾区水元総合スポーツセンター 

 

 ※ 本部代替施設における開設手順等は、平成２６年度に策定した『 飾区拠点施設応急対策

行動計画（総合スポーツセンター編）』によることとします。 
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３ 電気、⽔、⾷料の確保 

１ 電気 

（１）業務継続に係る電気資源の役割 

  「首都直下地震等による東京の被害想定」によると、 飾区の停電率は、15.6％と想定されて

います。電力の供給が途切れることにより、各執務スペースにおける照明をはじめ、災害時優先業

務に必要な OA 機器の利用にも制限が掛かり、業務遂行が困難となります。そのため、災害時優

先業務を遂行する各区施設において、地震による停電が発生した際も電力供給を可能とする環境

を整備することが求められます。 

 

（２）現状 

  総合庁舎や拠点施設を中心として、公共施設において防災上必要となる非常用電源設備等の

整備を進めており、防災機能の強化を図っています。 

 

（３）今後の対策の方向性 

  区は、ライフラインの供給支障に備えて、行政備蓄の推進及びライフライン事業者と連携した供

給体制の構築を図ります。 

 

 

２ 水・食料の確保 

（１）対策にあたる職員用の水・食料の確保について 

 平成２５年４月１日に、東京都帰宅困難者条例が施行され、都内の事業者は、大規模災害発生時

の従業員の一斉帰宅を抑制し、従業員の施設内での待機を維持するため、従業員の３日分の飲料

水、食料その他災害時における必要な物資を備蓄する努力義務が課されました。 

  



66 
 

（２）現在の確保状況 

 本区職員用の飲料水と食料の今現在の確保状況は次のとおりです。 

 飲料水については、１．５日分の飲料水（必要量：一人あたり１日３ℓとして計算）を確保し、食料（ビ

スケット）については、３日分を備蓄しています。 

今後も、職員用備蓄の不足量に係る備蓄・保管方法について関係部署間で検討し、備蓄を推進す

るよう調整していきます。 

 

４ 各業務システムについて 

（１）主な業務システムの現状と課題 

  飾区の主な業務システムは、外部のデータセンターにサーバを設置しており、最新の免震シス

テムや非常用電源の確保、複数の手段によるバックアップ取得等の対策が取られているため、災害

によりシステムが長期間停止するような被害はないと想定されます。 

 しかし、通信事業者のネットワーク障害や、区役所庁舎が被災した場合の庁舎の電源不足による

通信機器の停止、ケーブルの断線等により、ネットワークが利用できない可能性があります。 

 

（２）各課における災害への備え 

 災害時優先業務を遂行するうえで、各課が所有する業務システムが必要となる場合は、業務が滞

ることがないよう、以下の対策を行います。 

①災害発生時に速やかにシステムを復旧させるため、外部事業者や保守業者と優先復旧や早期

復旧に係る対応について、あらかじめ協議します。 

②業務システムが長期間利用できない場合に備えて、手作業等を行うための代替手段を検討する

とともに、その際に必要な資料等を事前に紙媒体で保存します。 

③システム復旧に必要となるデータのバックアップや書類等の定期的な更新を行います。 

 

５ 災害時を意識した通信手段等の確保 

 災害時には、平常時と同様の一般回線電話のみでの通信は困難であると考えられています。その

ため、応急対策を進めるにあたっては災害時にも導通する通信手段を確保することが重要です。また、

災害情報を迅速に収集し、それらの対応を適切にするための設備の導入が必要となります。 

（１）通信手段の確保状況（『 飾区地域防災計画』より） 

 区は、災害時には、次の通信手段を活用して情報の収集・伝達を行います。 
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① 防災行政無線（固定系） 

屋外放送設備により区民へ、緊急地震速報端末（Ｊ：ＣＯＭ）により端末を設置している施設の

職員等へ、それぞれ災害情報を伝達します。防災行政無線で放送した内容は、防災無線確認用

アプリ「かつラッパ」でも配信します。 

また、全国瞬時警報システム（J－ALERT）により、国からの緊急地震速報等の情報を自動起

動して伝達します。 

② 災害対策用スマートフォン 

  災害時優先電話機能のあるスマートフォンを用いて、通信を確保します。 

  （なお、災害時優先電話は、発信のみが優先扱いとなり、着信等は一般電話と同じです。） 

③ 災害対策用 IP 無線 

  防災関係機関、生活関連機関、災害時協力団体、地区センター及び避難所となる小・中学

校、福祉施設に配置されている災害対策用 IP 無線により、災害対策各部と各施設間の緊急連

絡、各施設から外部への通信手段として活用します。 

④ 衛星電話 

  有線回線が途絶した場合の通信手段として、衛星電話を活用します。衛星電話は、区長室と

庁議室に配備しています。 

⑤ 都の通信施設 

  都の通信施設（防災無線電話、無線 FAX、災害情報システム（DIS））を活用し、都及び防災

関係機関と通信を行います。 

 

（２）災害監視カメラ及び防災システムの運用 

 通信機器の定期点検と職員に対する操作法の訓練を行い、その習熟に努めることで、緊急時にお

いても上記通信手段を活用した情報伝達を迅速に行うことができるようにします。また、平成２８年度

から区内２ヵ所（ヴィナシス金町・東四ツ木四丁目アパート）に設置した災害監視カメラにより災害情

報の入手が可能となりました。 
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